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『
釈
摩
訶
衍
論
』
所
説
の
因
縁
分
の
特
徴
に
つ
い
て

中

村

本

然

抄
録

　

因
縁
分
に
は
、
八
種
か
ら
な
る
『
大
乗
起
信
論
』
の
造
論
の
理
由
が
説
示
さ
れ
て
い
る
。
八
種
の
因
縁
に
つ
い
て
は
従
来
、
法
蔵
が
『
大

乗
起
信
論
義
記
』
で
論
じ
る
よ
う
に
、
第
一
因
縁
を
総
、
第
二
因
縁
以
下
の
七
種
の
因
縁
を
別
と
す
る
理
解
が
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
法
蔵
は

第
二
因
縁
を
「
立
義
分
」
並
び
に
「
解
釈
分
」
中
の
顕
示
正
義
・
対
治
邪
執
の
た
め
の
因
縁
と
す
る
。
元
暁
は
『
起
信
論
疏
』
に
お
い
て
、

因
縁
分
中
の
第
一
因
縁
に
あ
る
因
縁
総
相
に
注
目
し
、
二
種
の
理
解
を
示
す
。
一
つ
に
は
『
大
乗
起
信
論
』
は
衆
生
の
離
苦
得
楽
の
た
め
に

撰
述
さ
れ
た
由
縁
を
陳
べ
、
二
つ
に
は
立
義
分
の
縁
と
な
る
と
す
る
解
釈
を
明
か
し
て
い
る
。『
釈
摩
訶
衍
論
』
は
第
一
因
縁
を
立
義
分
の

正
因
縁
と
み
な
す
。
そ
し
て
因
縁
総
相
の
総
を
八
種
の
根
本
総
体
と
し
、
相
を
二
十
四
種
の
別
相
と
し
、
立
義
分
で
建
立
さ
れ
る
三
十
二
種

の
法
門
と
関
連
づ
け
る
註
釈
を
推
し
進
め
る
。
即
ち
『
釈
摩
訶
衍
論
』
は
『
大
乗
起
信
論
』
の
意
向
が
立
義
分
に
あ
る
こ
と
を
唱
え
、「
勧

修
利
益
分
」
解
釈
や
廻
向
遍
布
門
（
流
通
分
）
解
釈
に
お
い
て
も
同
様
の
主
張
を
展
開
す
る
。

　

因
縁
分
解
釈
に
お
い
て
『
釈
論
』
は
、
不
定
聚
の
衆
生
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
正
定
聚
や
邪
定
聚
の
衆
生
も
視
野
に
入
れ
た
釈
明
を
行
う
。

と
り
わ
け
声
聞
・
縁
覚
の
二
乗
に
配
慮
す
る
姿
勢
が
み
ら
れ
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
二
乗
を
所
化
の
対
象
と
す
る
理
解
は
慧
遠
の
『
大
乗
起

信
論
義
疏
』
に
窺
え
る
特
徴
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

一
、
問
題
の
所
在

　
『
大
乗
起
信
論
』（
後
、
起
信
論
と
略
す
）
の
因
縁
分
に
は
、
八
種
か
ら
な
る
造
論
の
主
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
因
縁
の
第
一
は
因
縁
総
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相
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
、
造
論
の
総
論
的
な
理
由
が
明
か
さ
れ
、
後
の
七
種
は
別
相
と
し
て
具
体
的
な
理
由
が
縷
々
綴
ら
れ
る
。
併
せ
て
正

宗
分
中
の
立
義
分
・
解
釈
分
・
修
行
信
心
分
・
勧
修
利
益
分
に
配
す
る
対
応
が
施
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
『
釈
摩
訶
衍
論
』（
後
、
釈
論

と
略
す
）
は
第
一
の
因
縁
総
相
を
立
義
分
に
配
当
せ
し
め
、『
起
信
論
』
の
意
向
は
立
義
分
の
教
説
に
み
ら
れ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
立
義

分
を
軸
と
す
る
論
の
展
開
は
『
釈
論
』
全
体
を
通
じ
て
幾
度
と
な
く
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。『
釈
論
』
の
視
点
と
同
質
の
構
え
を
見

せ
る
註
疏
に
元
暁
（617

―686

）
の
『
起
信
論
疏
』
が
あ
る
。『
釈
論
』
の
因
縁
分
の
捉
え
方
、
並
び
に
立
義
分
と
の
関
連
に
つ
い
て
、
元

暁
の
思
想
的
影
響
を
考
慮
し
な
が
ら
、
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

二
、
正
宗
分
と
し
て
の
因
縁
分
・
立
義
分
・
解
釈
分
・
修
行
信
心
分
・
勧
修
利
益
分
に
つ
い
て

　

承
知
の
よ
う
に
『
起
信
論
』
は
正
宗
分
中
に
因
縁
分
・
立
義
分
・
解
釈
分
・
修
行
信
心
分
・
勧
修
利
益
分
の
五
分
を
建
立
し
説
明
を
施

す（
１
）。『
釈
論
』
は
正
宗
分
の
因
縁
分
を
左
記
の
よ
う
に
概
説
す
る
。

「
次
に
建
立
を
明
か
さ
ん
。
本
に
曰
く
、

説
く
に
五
分
有
り　

云
何
が
五
と
為
る　

一
に
は
因
縁
分　

二
に
は
立
義
分　

三
に
は
解
釈
分　

四
に
は
修
行
信
心
分　

五
に
は
勧
修

利
益
分
な
り

論
じ
て
曰
く
、
何
が
故
に
か
次
第
、
是
く
の
如
く
な
る
や
。
教
法
の
出
現
す
る
こ
と
、
法
と
し
て
是
く
の
如
く
な
る
が
故
に
。
此
の
義
、

云
何
。
上
味
の
妙
薬
は
当
に
所
対
の
疾
障
に
由
り
て
出
現
し
、
能
化
の
教
法
は
定
ん
で
所
治
の
機
根
に
由
り
て
発
起
す
べ
し
。
疾
の
前

に
は
薬
無
く
、
機
の
先
に
は
教
無
き
こ
と
を
顕
示
せ
ん
と
欲
う
が
為
の
故
に
。
初
に
因
縁
分
を
立
つ（

２
）。」

　
『
釈
論
』
は
正
宗
分
中
の
五
分
に
関
し
て
、
機
根
論
や
如
意
宝
珠
に
基
づ
く
解
釈
を
示
す
こ
と
に
な
る
。
因
縁
分
に
つ
い
て
『
釈
論
』
は
、

殊
勝
な
る
妙
薬
が
疾
病
や
障
碍
に
応
じ
て
処
方
さ
れ
る
よ
う
に
、
衆
生
教
化
の
た
め
の
教
法
も
治
す
べ
き
衆
生
の
機
根
に
応
じ
て
提
出
さ
れ

る
。
こ
の
よ
う
に
病
の
前
に
は
薬
は
必
要
で
な
く
、
教
化
す
べ
き
衆
生
に
先
立
っ
て
教
法
が
指
し
示
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
因
縁
分
の
施
設

さ
れ
る
由
縁
で
あ
る
。
続
く
立
義
分
は
如
意
宝
珠
に
譬
え
た
説
明
が
試
み
ら
れ
る
。
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「
如
意
宝
珠
は
唯
し
是
一
な
り
と
雖
も
一
切
の
諸
宝
の
根
本
た
り
。
摩
訶
衍
の
法
は
、
唯
し
是
れ
一
な
り
と
雖
も
恒
沙
の
法
門
の
体
性

た
り
。
重
威
の
大
龍
の
乃
し
受
用
す
る
所
、
利
根
の
智
者
の
乃
し
領
解
す
る
所
な
る
こ
と
を
顕
示
せ
ん
と
欲
う
が
為
の
故
に
。
第
二
に

立
義
分
を
立
つ（

３
）。」

　

如
意
宝
珠
は
唯
一
な
る
も
の
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
宝
の
根
本
と
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
摩
訶
衍
の
法
は
唯
だ
一
つ
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
無

量
な
る
法
門
の
体
性
で
あ
る
。
如
意
宝
珠
は
龍
王
の
よ
う
な
大
龍
が
所
持
し
依
用
す
る
も
の
で
あ
り
、
摩
訶
衍
法
は
機
根
の
優
れ
た
利
根
の

智
者
が
了
解
す
る
法
と
い
え
よ
う
。
立
義
分
の
施
設
さ
れ
る
由
縁
で
あ
る
。
続
い
て
解
釈
分
に
つ
い
て
で
あ
る
。
如
意
宝
珠
は
無
量
の
万
宝

を
内
包
す
る
が
、
多
く
の
群
龍
は
多
様
な
門
が
開
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
万
宝
を
知
る
こ
と
に
な
る
。

「
摩
尼
宝
蔵
は
無
量
の
万
宝
を
備
う
と
雖
も
、
千
重
の
門
を
開
い
て
群
竜
は
了
知
す
る
所
な
り
。
大
乗
の
本
法
は
無
辺
の
千
義
を
円
か

ん
ず
と
雖
も
、
別
釈
し
散
説
し
て
鈍
根
は
分
明
す
る
所
な
る
こ
と
を
顕
示
せ
ん
と
欲
う
が
為
の
故
に
。
第
三
に
解
釈
分
を
立
つ（

４
）。」

　

摩
訶
衍
法
は
無
量
な
る
真
理
を
円
満
し
て
い
て
も
、
機
根
の
優
れ
な
い
鈍
根
の
衆
生
は
、
別
に
詳
し
く
解
説
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
漸
く

把
握
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
次
に
修
行
信
心
分
。

「
眼
耳
の
中
に
宝
雨
の
妙
術
を
見
聞
し
、
思
心
の
中
に
無
尽
の
円
徳
を
解
知
す
と
雖
も
、
而
も
舌
威
を
の
み
出
現
し
て
競
い
て
門
に
入

り
往
向
を
開
通
せ
ず
。
隔
檀
に
近
か
ざ
れ
ば
如
意
宝
蔵
を
得
て
、
台
宮
に
登
る
に
由
無
し
。
口
語
の
中
に
教
義
の
尊
辞
を
誦
持
し
、
思

心
の
中
に
広
略
の
深
理
を
観
察
す
と
雖
も
、
加
行
を
勤
め
勝
進
を
添
な
う
る
こ
と
金
剛
に
方
え
て
、
堅
固
の
信
を
起
さ
ざ
れ
ば
法
界
宝

蔵
を
得
て
玄
理
に
契
う
に
由
し
無
き
こ
と
を
顕
示
せ
ん
と
欲
う
が
為
の
故
に
。
第
四
に
修
行
信
心
分
を
立
つ（

５
）。」

　

眼
根
や
耳
根
に
よ
っ
て
如
意
宝
珠
の
妙
な
る
術
を
見
聞
し
、
心
に
無
尽
な
る
円
満
の
徳
の
こ
と
を
了
解
す
る
に
い
た
っ
て
も
、
た
だ
口
先

だ
け
の
知
識
を
競
い
あ
う
こ
と
に
留
ま
る
。
修
行
の
門
を
叩
く
こ
と
が
な
け
れ
ば
生
滅
門
を
開
き
通
じ
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
ま
し
て
真
如

の
境
涯
を
体
得
す
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
如
意
宝
珠
を
獲
得
し
て
摩
訶
衍
法
の
蓮
台
に
乗
る
こ
と
は
難
し
い
。
た
と
え
口
で
教
義
の
妙
な
る

こ
と
を
唱
え
、
思
心
に
広
論
・
略
論
の
深
遠
な
る
教
理
を
観
察
し
て
い
て
も
、
摩
訶
衍
法
を
体
認
す
る
た
め
に
精
進
し
修
行
す
る
こ
と
や
、

金
剛
な
る
堅
固
な
信
心
を
起
こ
す
こ
と
な
く
し
て
、
甚
深
な
る
玄
理
に
到
達
す
る
こ
と
は
な
い
。
修
行
信
心
分
の
施
設
の
謂
れ
で
あ
る
。
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最
後
に
勧
修
利
益
分
で
あ
る
。
広
説
や
略
説
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
た
法
を
開
き
、
進
入
す
る
た
め
の
方
法
の
門
が
顕
示
さ
れ
て
い
て
も
、

堅
固
な
信
を
伴
わ
な
い
脆
弱
な
る
衆
生
は
広
説
の
法
門
を
聞
い
て
進
ん
で
修
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

「
広
略
の
法
を
開
き
進
入
の
門
を
示
す
と
雖
も
、
而
も
怯
弱
の
衆
生
は
広
説
の
法
門
を
聞
い
て
進
ん
で
修
行
す
る
に
堪
え
ざ
る
が
故
に
。

鈍
根
の
衆
生
は
略
説
の
法
門
を
聞
い
て
解
す
る
こ
と
能
わ
ざ
る
が
故
に
厭
離
の
心
を
生
ず
。
是
く
の
如
く
等
の
衆
生
類
は
若
し
勧
請
の

縁
に
値
う
と
き
は
、
漸
漸
に
進
修
し
て
百
行
の
因
を
備
え
万
徳
の
果
に
至
る
。
若
し
勧
策
の
縁
に
値
わ
ざ
れ
ば
、
弥
弥
遠
退
し
て
恒
沙

の
煩
悩
と
将
に
し
て
無
性
に
及
び
な
ん
。
馬
鳴
菩
薩
、
是
の
利
を
見
た
ま
う
が
故
に
、
利
益
を
顕
示
し
て
修
行
を
勧
請
す
。
是
の
故
に

後
に
勧
修
利
益
分
を
立
つ（

６
）。」

　

ま
た
機
根
の
勝
れ
な
い
鈍
根
の
衆
生
は
、
領
解
し
や
す
い
よ
う
に
纏
め
ら
れ
た
簡
略
な
る
法
門
を
聞
い
て
も
、
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

却
っ
て
厭
離
の
心
を
生
起
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
衆
生
は
勧
請
の
縁
に
巡
り
逢
っ
た
時
に
、
正
し
く
徐
々
に
精
進
し
て
万
行
と
も

い
う
べ
き
様
々
な
修
行
を
経
て
、
萬
徳
の
果
を
成
就
す
る
こ
と
に
な
る
。
も
し
機
縁
に
遭
遇
し
な
い
時
に
は
、
愈
々
精
進
か
ら
後
退
し
て
無

量
の
煩
悩
と
共
に
、
無
仏
性
に
も
堕
す
こ
と
に
な
ろ
う
。
馬
鳴
菩
薩
は
こ
の
理
り
に
透
徹
さ
れ
て
い
る
の
で
、
功
徳
を
示
し
て
修
行
を
勧
め

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
正
宗
分
は
五
分
で
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、『
釈
論
』
は
五
分
建
立
の
理
由
を
更
に
補
足
す
る
。

「
何
の
因
縁
有
っ
て
か
増
ぜ
ず
減
ぜ
ず
、
唯
し
五
分
を
立
つ
る
。
頌
に
曰
く

彼
に
大
総
地
の　

五
十
の
法
門
を
摂
す
る
が
故
に　

是
の
故
に
増
減
せ
ず　

唯
し
五
分
を
の
み
建
立
す

論
じ
て
曰
く
、
馬
鳴
菩
薩
の
十
万
の
嗢
吒
南
の
大
総
地
論
の
中
に
総
じ
て
五
十
の
門
を
立
て
て
、
諸
の
教
理
を
判
釈
す
。
今
此
の
論
の

中
に
五
分
の
法
門
を
立
て
て
、
各
彼
の
十
門
を
摂
す
。
是
の
故
に
増
せ
ず
減
ぜ
ず
。
唯
し
五
分
を
立
つ
。
所
謂
彼
の
論
の
建
立
所
化
円

満
等
の
十
門
は
因
縁
分
の
所
摂
な
り
。
百
六
十
摩
訶
衍
等
の
十
門
は
立
義
分
の
所
摂
な
り
。
安
立
随
順
決
択
等
の
十
門
は
解
釈
分
の
所

摂
な
り
。
修
集
決
定
趣
入
等
の
十
門
は
修
行
分
の
所
摂
な
り
。
勧
請
呵
責
引
導
等
の
十
門
は
勧
修
分
の
所
摂
な
り
。
已
に
建
立
門
を
説

き
つ（

７
）。」
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馬
鳴
菩
薩
の
撰
述
し
た
『
大
総
地
論
』
に
は
、
五
十
の
法
門
が
建
立
さ
れ
、
教
理
が
開
演
さ
れ
て
い
る
。『
起
信
論
』
所
説
の
五
分
は
、

五
十
の
法
門
中
の
十
門
を
そ
れ
ぞ
れ
に
収
斂
し
た
も
の
で
あ
る
。
即
ち
『
大
総
地
論
』
所
説
の
建
立
所
化
円
満
門
等
の
十
門
は
、『
起
信
論
』

の
因
縁
分
の
所
摂
で
あ
る
。
百
六
十
摩
訶
衍
等
の
十
門
は
立
義
分
、
安
立
随
順
決
択
門
等
の
十
門
は
解
釈
分
、
修
集
決
定
趣
入
等
の
十
門
は
、

修
行
信
心
分
、
勧
請
呵
責
引
導
等
の
十
門
は
勧
修
利
益
分
で
あ
る
。

　
『
大
総
地
論
』
は
こ
の
よ
う
に
正
宗
分
中
の
五
分
の
思
想
的
典
拠
と
さ
れ
引
用
さ
れ
る
が
、『
釈
論
』
の
論
主
が
明
か
す
馬
鳴
菩
薩
の
撰
述

し
た
『
起
信
論
』
を
は
じ
め
と
す
る
十
論
か
ら
な
る
摂
義
論
の
中
に
、
こ
の
論
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
九
十
種
の
花
文
論
に
含
ま
れ

て
い
る
可
能
性
は
残
さ
れ
て
い
る
が
、『
起
信
論
』
な
ど
の
摂
義
論
と
同
一
相
を
呈
し
て
い
る
の
か
判
然
と
し
な
い
ま
ま
で
あ
る
。

三
、
因
縁
分
の
八
因
縁
と
正
宗
分
〈
因
縁
分
・
立
義
分
・
解
釈
分
・
修
行
信
心
分
・
勧
修
利
益
分
の
五
分
〉

の
関
係

　
『
起
信
論
』
の
因
縁
分
に
は
こ
の
論
を
造
論
し
た
理
由
が
陳
べ
ら
れ
る
。
開
示
さ
れ
る
八
種
の
因
縁
は
、
一
般
に
は
第
一
因
縁
は
造
論
し

た
総
括
的
な
趣
旨
が
明
か
さ
れ
、後
の
七
種
の
因
縁
は
別
釈
に
し
て
、論
を
撰
述
し
た
具
体
的
な
内
容
と
受
け
取
ら
れ
て
き
て
い
る
。『
釈
論
』

は
八
因
縁
中
の
第
一
は
立
義
分
の
正
因
縁
、
次
の
第
二
・
三
の
因
縁
は
解
釈
分
の
正
因
縁
、
続
く
四
つ
の
因
縁
は
修
行
信
心
分
の
正
因
縁
、

後
の
一
因
縁
は
勧
修
利
益
分
の
正
因
縁
に
配
す
る
解
釈
を
施
す
。

「
次
に
唱
章
判
説
門
を
説
か
ん
。
本
に
曰
く

初
に
因
縁
分
を
説
か
ん
。
問
う
て
曰
く
何
の
因
縁
有
り
て
か
而
も
此
の
論
を
造
る
。
答
え
て
曰
く
、
是
の
因
縁
に
八
種
有
り
。
云
何
が

八
と
為
る
。
一
に
は
因
縁
総
相
。
所
謂
衆
生
を
し
て
一
切
の
苦
を
離
れ
究
竟
の
楽
を
得
せ
し
め
ん
が
為
な
り
。
世
間
の
名
利
恭
敬
を
求

む
る
に
は
非
ざ
る
が
故
に
。
二
に
は
如
来
根
本
の
義
を
解
釈
し
て
諸
の
衆
生
を
し
て
正
解
不
謬
な
ら
し
め
ん
と
欲
う
が
為
の
故
に
。〈
中

略
〉
八
に
は
利
益
を
示
し
て
修
行
を
勧
め
ん
が
為
の
故
に
。
是
く
の
如
く
等
の
因
縁
有
る
所
以
に
論
を
造
る
べ
し
。

論
じ
て
曰
く
、
是
の
八
因
縁
の
中
に
、
初
の
一
つ
は
立
義
分
の
為
に
正
因
縁
と
作
る
。
次
の
二
は
解
釈
分
の
為
に
正
因
縁
と
作
る
。
次
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の
四
は
修
行
信
心
分
の
為
に
正
因
縁
と
作
る
。
後
の
一
は
勧
修
利
益
分
の
為
に
正
因
縁
と
作
る（

８
）。」

　

前
述
し
た
よ
う
に
、
八
種
の
因
縁
に
つ
い
て
は
、
第
一
因
縁
は
総
括
的
な
理
由
が
述
べ
ら
れ
、
残
る
七
種
の
因
縁
は
別
釈
と
さ
れ
、
そ
の

理
由
を
詳
述
す
る
、と
理
解
さ
れ
て
き
て
い
る
。『
起
信
論
』
の
注
疏
の
中
で
も
代
表
的
な
法
蔵
（643

―712

）
の
『
大
乗
起
信
論
義
記
』（
後
、

義
記
と
略
す
）
に
は

「
辨
相
の
中
、
初
め
に
一
は
是
れ
総
、
後
の
七
は
是
れ
別
な
り
。
爾
る
所
以
は
、
総
は
兼
正
に
通
じ
、
別
は
当
機
の
為
に
す
。
故
に
爾

る
べ
き
な
り
。〈
中
略
〉
二
に
論
主
自
ら
云
わ
く
。
我
れ
生
を
益
せ
ん
が
為
の
故
に
斯
の
論
を
造
す
、
名
利
等
の
為
に
非
ず
。
此
の
一

門
は
一
切
の
菩
薩
の
心
に
通
ず
。
此
の
論
に
局
る
に
非
ず
。
故
に
総
相
と
云
う
。
又
此
の
一
部
の
論
に
通
じ
て
発
起
の
由
と
為
す
。
故

に
因
縁
総
相
と
云
う
な
り
。

第
二
に
は
如
来
の
根
本
の
義
を
解
釈
し
て
、
諸
の
衆
生
を
し
て
正
解
し
て
謬
ら
ざ
ら
し
め
ん
と
欲
す
る
が
為
の
故
な
り　

別
の
中
に
各

別
し
て
下
の
文
を
発
起
す
、
別
し
て
当
機
の
為
に
す
る
が
故
に
。
中
に
於
い
て
初
め
に
は
下
の
立
義
分
と
解
釈
分
の
顕
示
正
義
と
対
治

邪
執
と
の
た
め
に
発
起
の
因
縁
を
作
る（

９
）。」

と
あ
る
。
つ
ま
り
第
一
因
縁
を
総
、
第
二
因
縁
以
下
の
七
因
縁
を
別
と
分
類
す
る
。『
義
記
』
で
は
第
二
因
縁
を
「
立
義
分
」
並
び
に
「
解

釈
分
」
中
の
顕
示
正
義
・
対
治
邪
執
の
た
め
の
因
縁
と
し
て
い
る
。

　

繰
り
返
す
ま
で
も
無
く
『
釈
論
』
は
第
一
因
縁
を
立
義
分
の
た
め
の
因
縁
と
し
て
、註
釈
を
通
じ
て
立
義
分
を
軸
と
す
る
論
を
展
開
す
る
。

第
一
因
縁
を
立
義
分
と
捉
え
る
機
因
と
し
て
、
元
暁
の
『
起
信
論
疏
』
の
影
響
が
推
測
さ
れ
る
。『
起
信
論
疏
』
に
は
、

「
初
め
に
総
相
と
言
う
に
其
の
二
義
あ
り
。
一
に
は
、
凡
そ
諸
の
菩
薩
の
為
作
す
る
所
有
る
毎
に
、
衆
生
の
離
苦
得
楽
の
為
に
し
て
、

独
り
此
の
造
論
の
因
縁
に
在
る
に
非
ざ
る
が
故
に
、
総
相
と
曰
う
。
二
に
は
、
此
の
因
は
立
義
分
の
文
に
望
め
て
縁
と
作
る
と
雖
も
、

然
も
彼
の
立
義
分
は
総
じ
て
解
釈
分
等
の
為
に
本
と
作
る
。
此
の
因
は
亦
た
通
じ
て
彼
が
為
に
縁
と
作
る
。
是
の
義
に
依
る
が
故
に
、

亦
た
総
相
を
解
す）

11
（

。」

と
明
か
し
、『
起
信
論
』
の
第
一
因
縁
に
い
う
因
縁
総
相
に
対
し
て
、
二
種
の
理
解
を
提
示
し
て
い
る
。
一
つ
に
は
、
衆
生
の
離
苦
得
楽
の
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た
め
に
菩
薩
が
論
を
認
め
る
よ
う
に
、『
起
信
論
』
が
撰
述
さ
れ
た
意
味
も
同
様
で
あ
る
。
二
つ
に
は
、『
起
信
論
』
所
説
の
立
義
分
の
内
実

は
続
く
解
釈
分
な
ど
の
根
本
と
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
総
相
の
意
を
立
義
分
と
し
て
解
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
、
と
し
て
第
一
因
縁
を
立
義

分
の
た
め
の
因
縁
と
捉
え
る
。
尚
、
第
二
因
縁
以
下
を
別
因
と
す
る
が
、
第
二
因
縁
は
解
釈
分
中
の
顕
示
正
義
と
対
治
邪
執
の
因
縁
に
配
し

て
い
る
。

「
此
れ
よ
り
下
の
七
種
は
是
れ
其
の
別
因
な
り
。
唯
し
此
の
論
の
為
に
而
も
因
と
作
る
が
故
に
。
下
の
七
処
を
望
む
る
に
別
縁
と
作
る

が
故
に
。
第
二
の
因
と
は
、
解
釈
分
の
内
に
三
段
有
る
中
に
、
二
段
の
為
に
而
も
因
縁
と
作
る
。
謂
わ
く
顕
示
正
義
と
対
治
邪
執
と
な

り）
11
（

。」

　

と
こ
ろ
で
柏
木
弘
雄
博
士
は
『
大
乗
と
は
何
か
』
に
お
い
て
、
第
一
因
縁
に
示
さ
れ
る
「
衆
生
を
し
て
一
切
の
苦
を
離
れ
、
究
竟
の
楽
を

得
し
め
ん
が
た
め
」
や
「
世
間
の
名
利
と
恭
敬
を
求
め
ず
」
と
い
う
表
現
に
触
れ
、
こ
れ
は
仏
教
の
諸
経
論
が
繰
り
返
す
表
現
に
し
て
、『
起

信
論
』
本
論
に
か
か
る
理
由
を
形
式
的
に
表
わ
し
て
い
る
と
言
わ
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
第
二
の
因
縁
が
「
如
来
の
根
本
義
を
解
釈
す
る
」

と
あ
る
こ
と
に
注
目
し
、『
起
信
論
』
全
体
が
立
義
分
の
提
示
す
る
大
乗
の
根
本
を
解
説
し
論
述
し
た
の
が
『
起
信
論
』
と
す
る
視
点
に
立

つ
な
ら
ば
、
第
一
の
因
縁
総
相
を
立
義
分
と
し
て
み
る
こ
と
も
で
き
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。

「（
海
東
疏
）
第
二
の
解
釈
の
仕
方
に
も
捨
て
が
た
い
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
う
。
つ
ま
り
、
第
一
の
因
縁
は
立
義
分
の
た
め
に
説
か
れ
た

も
の
で
あ
る
が
、
立
義
分
は
解
釈
分
以
下
の
論
説
の
根
本
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
因
縁
を
総
相
と
解
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
の
点
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
第
二
の
因
縁
は
「
如
来
の
根
本
義
を
解
釈
す
る
」
と
こ
ろ
の
論
説
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
立
義
分

に
説
か
れ
た
大
乗
の
宗
要
を
解
釈
す
る
こ
と
が
、
起
信
論
の
骨
格
と
し
て
の
「
立
義
」
に
た
い
す
る
「
解
釈
」
の
意
味
で
あ
る
と
す
る

な
ら
ば
、
第
一
の
因
縁
総
相
を
、
所
釈
の
如
来
根
本
義
を
宣
言
す
る
と
こ
ろ
に
立
義
分
に
か
け
て
理
解
す
る
こ
と
も
十
分
に
で
き
る
で

あ
ろ
う）

11
（

。（
）
は
筆
者
」

　

元
暁
は
『
起
信
論
疏
』
で
第
一
因
縁
に
二
種
の
理
解
を
み
せ
な
が
ら
も
、
第
二
因
縁
に
関
し
て
解
釈
分
中
の
顕
示
正
義
・
対
治
邪
執
の
た

め
の
因
縁
と
す
る
。
同
じ
よ
う
な
配
当
を
『
釈
論
』
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
『
釈
論
』
は
『
起
信
論
疏
』
の
思
想
的
影
響
を
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少
な
か
ら
ず
受
け
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
序
で
な
が
ら
『
釈
論
』
の
第
八
因
縁
の
後
に
は
「
第
八
の
因
縁
を
説
き
つ
。
一
切
の
諸
の

教
法
は
皆
、
立
義
分
に
尽
き
、
一
切
の
諸
の
所
化
の
機
は
皆
、
初
め
の
因
縁
に
尽
き
ぬ）

13
（

」
と
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
教
法
は
す
べ
て
立
義
分
に
網

羅
さ
れ
て
お
り
、
教
化
さ
れ
る
べ
き
様
々
な
機
根
は
因
縁
分
に
尽
き
て
い
る
、
と
す
る
記
述
が
散
見
す
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

四
、
因
縁
分
所
説
の
八
因
縁

　

こ
れ
よ
り
因
縁
分
に
論
じ
ら
れ
る
八
種
の
因
縁
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。
ま
ず
第
一
の
因
縁
で
あ
る
。
因
縁
総
相
と
銘
打
た
れ
る
よ
う
に
、

論
を
撰
述
し
た
理
由
が
総
括
し
て
披
露
さ
れ
る
。『
釈
論
』
は
撰
述
の
理
由
を
立
義
分
の
教
理
に
あ
る
と
主
張
す
る
。
従
っ
て
因
縁
総
相
の

解
釈
も
立
義
分
と
関
連
さ
せ
る
記
述
と
な
っ
て
い
る
。

「
初
の
一
つ
の
因
縁
の
中
に
則
ち
四
門
有
り
。
後
の
七
因
縁
の
中
に
各
三
門
を
具
す
。
云
何
が
四
と
為
る
。
一
に
は
能
化
教
法
出
興
門
。

二
に
は
所
化
衆
生
分
際
門
。
三
に
は
出
興
作
業
善
巧
門
。
四
に
は
除
遣
諍
論
誹
謗
門
な
り
。
云
何
が
三
と
為
る
。
謂
わ
く
前
の
三
門
な

り
。
今
、
当
に
相
を
挙
げ
て
次
で
に
随
う
て
別
釈
す
べ
し
。
因
縁
総
相
と
は
総
じ
て
能
化
教
法
出
興
門
を
挙
ぐ
。
謂
わ
く
八
種
の
根
本

総
体
の
為
に
正
因
縁
と
作
る
。
故
に
因
縁
総
と
言
う
。
二
十
四
種
の
分
離
別
相
の
為
に
正
因
縁
と
作
る
。
故
に
因
縁
相
と
言
う
は
三
十

二
種
の
総
別
の
法
相
は
立
義
分
の
中
に
自
ら
当
に
顕
説
す
べ
し
。
為
令
衆
生
と
は
総
じ
て
所
化
衆
生
分
際
門
を
挙
ぐ
。
謂
わ
く
邪
定
聚

の
十
億
八
万
六
千
種
の
衆
生
と
、
不
定
聚
の
三
十
種
の
衆
生
と
、
正
定
聚
の
一
百
二
十
種
の
衆
生
と
を
摂
す
る
が
故
に
。
一
切
の
苦
を

離
れ
究
竟
の
楽
を
得
と
は
総
じ
て
出
興
作
業
善
巧
門
を
挙
ぐ
。
謂
わ
く
三
聚
を
縁
じ
て
而
も
境
界
と
為
し
て
、
妙
法
要
を
宣
説
し
開
示

す
る
こ
と
は
、
一
切
無
量
の
衆
生
を
し
て
生
滅
無
常
の
苦
を
遠
離
し
根
本
総
相
の
楽
を
獲
得
せ
し
め
ん
と
欲
う
が
故
に）

11
（

。」

　

因
縁
総
と
は
立
義
分
中
に
建
立
さ
れ
る
八
種
の
根
本
総
体
の
た
め
の
因
縁
で
あ
り
、
因
縁
相
は
八
種
根
本
摩
訶
衍
か
ら
開
設
さ
れ
る
二
十

四
種
の
別
相
と
み
る
。
教
化
の
対
象
と
な
る
衆
生
に
つ
い
て
は
、
邪
定
聚
の
十
億
八
万
六
千
種
の
衆
生
と
、
不
定
聚
の
三
十
種
の
衆
生
と
、

正
定
聚
の
一
百
二
十
種
の
衆
生
と
す
る
。
三
定
聚
を
視
野
に
入
れ
た
構
想
は
『
釈
論
』
の
特
徴
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
馬
鳴
が
第
八
地
即
ち
不
動
地
の
境
位
に
も
関
わ
ら
ず
、
法
雲
地
の
菩
薩
等
を
も
教
化
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
、
境
涯
の
高
い
菩
薩
に
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進
言
す
る
こ
と
に
も
な
り
、『
起
信
論
』
の
造
論
が
名
誉
や
利
益
を
求
め
る
行
為
と
み
な
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
疑
義
に
つ
い
て
『
釈
論
』
は
、

馬
鳴
は
久
遠
劫
の
過
去
に
お
い
て
正
覚
位
に
あ
っ
た
光
明
如
来
の
時
の
衆
生
を
利
益
す
る
と
い
う
誓
願
を
果
た
す
た
め
に
、
仮
り
に
下
位
の

菩
薩
の
様
相
を
現
じ
て
い
る
と
釈
明
す
る
。

「
世
間
の
名
利
と
恭
敬
と
を
求
む
る
に
非
ず
が
故
に
と
は
総
じ
て
除
遣
諍
論
誹
謗
門
を
挙
ぐ
。
謂
わ
く
愚
の
衆
生
、
是
く
の
如
く
の
疑

を
作
す
。
馬
鳴
菩
薩
は
位
不
動
に
居
し
て
未
だ
法
雲
に
及
ば
ず
。
而
も
上
地
の
諸
の
菩
薩
等
を
縁
じ
て
其
の
所
化
の
境
界
と
為
す
は
、

唯
し
自
の
殊
勝
を
顕
わ
し
て
名
利
等
を
求
む
る
に
為
ん
ぬ
。
其
の
虚
言
の
み
有
り
て
実
義
有
る
こ
と
無
し
。
豈
に
下
地
の
菩
薩
、
上
地

の
菩
薩
を
教
化
す
る
こ
と
を
得
べ
け
ん
や
。
是
の
故
に
馬
鳴
、
是
く
の
如
く
の
不
信
の
疑
い
を
遣
ら
ん
が
為
の
故
に
、
自
ら
通
じ
て
言

た
ま
わ
く
、
我
れ
久
遠
劫
に
正
覚
を
成
し
已
れ
り
。
而
も
教
化
を
助
け
て
群
生
を
利
益
し
本
願
を
満
せ
ん
が
為
の
故
に
、
権
に
藍
修
の

位
を
示
す
。
名
利
等
を
欲
求
せ
ん
と
謂
う
が
故
に
。
是
く
の
如
く
の
説
を
作
す
に
は
非
ず
。
已
に
初
め
の
因
縁
を
説
き
つ）

15
（

。」

　

第
二
の
因
縁
で
あ
る
。
解
釈
分
中
の
顕
示
正
義
と
対
治
邪
執
の
た
め
の
因
縁
と
分
類
さ
れ
る
。

「
第
二
の
因
縁
に
如
来
根
本
の
義
を
解
釈
す
と
言
う
は
総
じ
て
能
化
教
法
出
興
門
を
挙
ぐ
。
謂
わ
く
是
の
因
縁
は
能
く
顕
示
正
義
と
対

治
邪
執
と
の
為
に
正
因
縁
と
作
る
。
故
に
如
来
根
本
の
義
と
言
う
。
所
以
何
者
と
な
れ
ば
、
十
方
三
世
の
一
切
如
来
は
一
仏
と
し
て
根

本
の
二
心
・
二
門
・
七
種
の
対
治
の
為
に
正
覚
を
成
ぜ
ざ
る
こ
と
有
る
こ
と
無
き
が
故
に
。
諸
衆
生
を
し
て
と
は
総
じ
て
所
化
衆
生
分

際
門
を
挙
ぐ
。
謂
わ
く
十
億
八
万
六
千
種
の
邪
定
聚
の
衆
生
を
摂
す
る
が
故
に
。
正
解
不
謬
故
と
は
総
じ
て
出
興
作
業
善
巧
門
を
挙
ぐ
。

謂
わ
く
邪
定
聚
の
狂
乱
の
衆
生
を
縁
じ
て
而
も
境
界
と
為
し
て
顕
示
正
義
・
対
治
邪
執
の
甚
深
の
法
を
宣
説
し
開
演
す
る
こ
と
は
、
恒

沙
の
謬
邪
の
解
を
正
し
う
し
塵
数
の
逆
乱
の
見
を
摧
き
、其
の
闡
提
不
信
障
を
断
除
し
て
十
信
の
大
道
に
趣
入
せ
し
め
ん
が
為
の
故
に
。

已
に
第
二
の
因
縁
を
説
き
つ）

16
（

。」

　

第
二
因
縁
で
対
象
と
な
る
衆
生
は
、
十
億
八
万
六
千
種
の
邪
定
聚
の
衆
生
で
あ
る
。
法
蔵
（643

―712

）
は
『
義
記
』
に
お
い
て
、「
地

前
の
三
賢
位
の
勝
解
行
位
の
諸
菩
薩
等）

17
（

」
と
し
十
住
・
十
行
・
十
廻
向
位
の
菩
薩
と
み
る
。
法
蔵
が
第
二
の
因
縁
を
「
立
義
分
及
び
解
釈
分

の
顕
示
正
義
・
対
治
邪
執）

18
（

」
と
す
る
こ
と
か
ら
の
相
異
と
考
え
ら
れ
よ
う
。『
釈
論
』
が
第
一
因
縁
で
対
象
と
す
る
の
は
、
邪
定
聚
の
十
億
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八
万
六
千
種
の
衆
生
と
、
不
定
聚
の
三
十
種
の
衆
生
と
、
正
定
聚
の
一
百
二
十
種
の
衆
生
で
あ
っ
た
。
と
も
あ
れ
邪
定
聚
の
衆
生
と
三
賢
位

の
菩
薩
と
い
う
教
化
の
対
象
の
違
い
は
留
意
し
て
お
き
た
い
。

　

第
三
の
因
縁
は
、
解
釈
分
中
の
分
別
発
趣
道
相
の
た
め
の
因
縁
で
あ
る
。

「
第
三
の
因
縁
は
分
別
発
趣
道
相
の
為
に
正
因
縁
と
作
る
。
是
れ
を
名
づ
け
て
能
化
教
法
出
興
門
と
為
す
。
謂
わ
く
三
種
の
発
心
な
り
。

善
根
成
就
の
衆
生
と
は
、
総
じ
て
所
化
衆
生
分
際
門
を
挙
ぐ
。
謂
わ
く
上
品
十
信
と
三
品
の
十
解
と
三
品
の
十
行
と
三
品
の
十
向
と
三

品
の
十
地
と
の
諸
の
衆
生
を
摂
す
る
が
故
に
。
摩
訶
衍
の
法
に
於
い
て
堪
任
し
て
信
心
、
退
せ
ざ
る
故
に
と
は
、
総
じ
て
出
興
作
業
善

巧
門
を
挙
ぐ
。
謂
わ
く
二
聚
の
衆
生
を
縁
じ
て
、
而
も
境
界
と
為
し
て
三
発
心
を
宣
説
し
開
示
す
る
こ
と
は
自
分
を
超
過
し
勝
進
を
獲

得
せ
し
め
ん
が
為
の
故
に
。
已
に
第
三
の
因
縁
を
説
き
つ）

19
（

。」

　

こ
の
因
縁
で
対
象
と
す
る
衆
生
は
、上
品
十
信
の
衆
生
と
三
品
の
十
解
と
三
品
の
十
行
と
三
品
の
十
廻
向
と
三
品
の
十
地
の
菩
薩
と
す
る
。

慧
遠
（523

―592

）
は
『
大
乗
起
信
論
義
疏
』（
後
、義
疏
と
略
す
）
に
お
い
て
「
善
根
有
る
人）

11
（

」
を
そ
の
対
象
と
捉
え
る
。
法
蔵
は
『
義
記
』

に
「
十
信
の
終
心
、
自
己
満
足
す
る
に
当
た
る
。
故
に
善
根
成
熟
と
云
う
。
進
ん
で
十
住
の
正
定
聚
の
中
に
入
り
、
前
の
信
心
を
し
て
堪
任

不
退
な
ら
し
め
る
が
故
な
り）

11
（

」
と
十
信
位
を
満
た
し
た
衆
生
を
対
象
と
す
る
。『
釈
論
』
は
上
品
の
十
信
の
衆
生
以
上
と
す
る
と
こ
ろ
に
相

違
が
あ
ろ
う
。

　

第
四
の
因
縁
で
あ
る
。
修
行
信
心
分
の
四
種
の
信
心
、
四
種
の
修
行
の
因
縁
で
あ
る
。

「
第
四
の
因
縁
は
修
行
信
心
分
の
四
種
の
信
心
、
四
種
の
修
行
の
為
に
正
因
縁
と
作
る
。
是
れ
を
名
づ
け
て
能
化
教
法
出
興
門
と
為
す
。

善
根
微
少
の
衆
生
と
は
、
総
じ
て
所
化
衆
生
分
際
門
を
挙
ぐ
。
謂
わ
く
十
信
の
位
の
前
の
五
心
を
得
た
る
中
品
の
衆
生
を
摂
す
る
が
故

に
。
已
に
前
の
五
つ
を
得
た
る
が
故
に
、
都
て
善
根
無
き
に
非
ざ
れ
ば
、
名
づ
け
て
微
少
と
言
う
。
未
だ
後
の
五
つ
を
得
ざ
る
が
故
に
。

具
足
す
る
こ
と
能
わ
ざ
れ
ば
、
成
就
と
は
名
づ
け
ず
。
信
心
を
修
習
せ
し
め
ん
た
め
の
故
に
と
は
、
総
じ
て
出
興
作
業
善
巧
門
を
挙
ぐ
。

謂
わ
く
能
く
後
の
五
つ
の
信
心
を
成
就
せ
し
め
ん
が
為
の
故
に
。
已
に
第
四
の
因
縁
を
説
き
つ）

11
（

。」

　

第
四
の
因
縁
は
、
十
信
の
位
の
前
の
五
心
を
得
た
る
中
品
の
衆
生
を
対
象
と
す
る
。
慧
遠
は
『
義
疏
』
に
お
い
て
「
善
根
微
少
の
衆
生
と
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は
是
れ
十
信
の
人
な
り）

13
（

」
と
、
そ
の
対
象
を
規
定
す
る
。
法
蔵
は
『
義
記
』
に
「
此
れ
十
信
の
住
心
に
当
た
る
。
信
位
未
だ
満
た
ざ
る
を
以

て
故
に
善
根
微
少
と
云
う）

11
（

。」
と
明
か
す
。

　

第
五
の
因
縁
は
、
修
行
信
心
分
の
進
門
の
た
め
の
因
縁
と
あ
る
。

「
第
五
の
因
縁
は
修
行
信
心
分
の
進
門
の
終
わ
り
の
復
た
次
に
若
し
人
、
信
心
を
修
行
す
と
雖
も
乃
至
諸
障
を
免
る
る
こ
と
を
得
、
善

根
増
長
の
文
の
為
に
正
因
縁
と
作
る
。
是
れ
を
名
づ
け
て
能
化
教
法
出
興
門
と
為
す
。
此
の
中
の
衆
生
は
十
信
の
位
の
初
心
を
得
た
る

下
品
の
衆
生
を
摂
す
る
が
故
に
、
是
れ
を
名
づ
け
て
所
化
衆
生
分
際
門
と
為
す
。
惡
業
障
を
消
し
等
と
は
総
じ
て
出
興
作
業
善
巧
門
を

挙
ぐ
。
謂
わ
く
礼
拝
懺
悔
等
の
方
便
を
示
し
て
、
種
種
の
業
障
の
海
を
消
除
せ
し
め
ん
が
為
の
故
に
。
已
に
第
五
の
因
縁
を
説
き
つ）

15
（

。」

　

対
象
と
な
る
衆
生
は
十
信
の
位
の
初
心
を
得
た
る
下
品
の
衆
生
で
あ
る
。
慧
遠
は
『
義
疏
』
に
お
い
て
「
方
便
を
示
し
悪
業
障
を
消
す
と

は
、
無
善
根
の
人
な
り）

16
（

」
と
無
善
根
の
衆
生
と
す
る
。
法
蔵
は
『
義
記
』
に
「
四
種
の
機
は
信
位
の
初
心
に
当
た
る
云
）々
17
（

」
と
し
、
十
信
位

の
初
心
の
衆
生
と
み
る
。

　

第
六
因
縁
は
、
修
行
信
心
分
の
修
行
止
観
門
の
た
め
の
因
縁
で
あ
る
。

「
第
六
の
因
縁
に
修
習
止
観
と
言
う
は
、
総
じ
て
能
化
教
法
出
興
門
を
挙
ぐ
。
謂
わ
く
修
行
信
心
分
の
修
行
止
観
門
の
為
に
正
因
縁
と

作
る
が
故
に
。
凡
夫
二
乗
と
は
、
総
じ
て
所
化
衆
生
分
際
門
を
挙
ぐ
。
謂
わ
く
十
信
の
位
の
二
心
を
得
た
る
下
品
の
衆
生
と
邪
定
聚
摂

の
一
切
の
二
乗
と
を
摂
す
る
が
故
に
。
心
過
、
対
治
せ
ん
が
た
め
と
は
、
総
じ
て
出
興
作
業
善
巧
門
を
挙
ぐ
。
謂
わ
く
両
輪
を
以
て
通

じ
て
凡
夫
二
乗
の
見
執
の
過
失
を
対
治
せ
し
め
ん
が
為
の
故
に
。
已
に
第
六
の
因
縁
を
説
き
つ）

18
（

。」

　

対
象
と
な
る
衆
生
は
、
十
信
の
位
の
二
心
を
得
て
い
る
下
品
の
衆
生
と
邪
定
聚
の
範
疇
に
あ
る
声
聞
・
縁
覚
で
あ
る
。
慧
遠
の
『
義
疏）

19
（

』・

法
蔵
の
『
義
記）

31
（

』
共
に
凡
夫
と
声
聞
・
縁
覚
の
二
乗
を
対
象
と
す
る
。『
釈
論
』
は
十
信
中
の
二
心
（
信
心
・
念
心
）
の
境
地
に
あ
る
下
品

の
衆
生
（
不
定
聚
）
と
邪
定
聚
の
範
疇
に
あ
る
声
聞
・
縁
覚
の
二
乗
と
す
る
。
特
に
二
乗
を
邪
定
聚
と
み
な
し
不
定
聚
よ
り
も
劣
る
と
す
る

応
対
に
『
釈
論
』
固
有
の
姿
勢
が
窺
え
る
。
二
乗
の
扱
い
に
つ
い
て
は
後
に
触
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

第
七
の
因
縁
は
、
修
行
信
心
分
の
末
尾
に
あ
る
阿
弥
陀
佛
へ
の
憶
念
が
説
諭
さ
れ
る
箇
所
の
正
因
縁
と
さ
れ
る
。
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「
第
七
の
因
縁
は
修
行
信
心
分
の
終
り
の
復
た
次
に
衆
生
初
め
て
是
の
法
を
学
び
乃
至
畢
竟
じ
て
生
を
得
て
正
定
聚
に
住
す
と
云
う
文

の
為
に
正
因
縁
と
作
る
。
是
れ
を
名
づ
け
て
能
化
教
法
出
興
門
と
為
す
。
此
の
中
の
衆
生
は
十
信
の
位
の
前
の
四
心
を
得
て
、
更
に
勝

進
す
る
こ
と
能
わ
ざ
る
下
品
の
衆
生
を
摂
す
。
謂
わ
く
是
の
世
界
に
住
し
て
は
信
心
成
就
せ
ん
こ
と
を
極
め
て
怖
畏
す
る
が
故
に
。
是

れ
を
名
づ
け
て
所
化
衆
生
分
際
門
と
為
す
。
必
定
し
て
信
心
を
退
せ
ざ
る
が
故
に
と
は
、
総
じ
て
出
興
作
業
善
巧
門
を
挙
ぐ
。
謂
わ
く

勝
縁
力
を
以
て
、
而
も
正
定
聚
に
安
立
せ
し
め
ん
が
為
の
故
に
。
已
に
第
七
の
因
縁
を
説
き
つ）

31
（

。」

　

対
象
は
十
信
中
の
前
の
四
心
を
得
て
も
精
進
し
な
い
下
品
の
衆
生
で
あ
る
。
慧
遠
の
『
義
疏
』
は
凡
夫
や
二
乗
を
所
化
の
対
象
と
す
る）

31
（

。

法
蔵
の
『
義
記
』
は
「
此
れ
上
品
に
当
た
る）

33
（

」
と
説
く
。
十
信
中
の
初
心
に
住
す
る
衆
生
で
あ
る
。

　

第
八
の
因
縁
は
勧
修
利
益
分
の
因
縁
で
あ
る
。

「
第
八
の
因
縁
は
勧
修
利
益
分
の
為
に
、
正
因
縁
と
作
る
。
是
れ
を
名
づ
け
て
能
化
教
法
出
興
門
と
為
す
。
此
の
中
の
衆
生
は
、
十
億

八
万
六
千
種
の
邪
定
聚
の
諸
の
衆
生
を
摂
す
る
が
故
に
。
是
れ
を
名
づ
け
て
所
化
衆
生
分
際
門
と
為
す
。
利
益
を
示
し
て
修
行
を
勧
め

ん
が
為
の
故
に
と
は
、
総
じ
て
出
興
作
業
善
巧
門
を
挙
ぐ
。
謂
わ
く
功
徳
を
宣
説
し
て
欲
楽
を
増
長
し
、
過
患
を
顕
示
し
て
厭
離
を
覚

悟
せ
し
め
ん
と
欲
う
が
為
の
故
に
。
已
に
第
八
の
因
縁
を
説
き
つ）

31
（

。」

　

十
億
八
万
六
千
種
の
邪
定
聚
の
諸
の
衆
生
を
対
象
と
す
る
。
第
二
因
縁
の
対
象
と
す
る
衆
生
の
時
と
同
様
に
、
二
度
に
亘
っ
て
邪
定
聚
の

諸
の
衆
生
を
対
象
と
す
る
。
邪
定
聚
に
あ
る
衆
生
の
本
質
も
真
如
（
或
い
は
不
二
摩
訶
衍
法
）
と
等
質
で
あ
る
と
考
え
る
の
は
『
釈
論
』
特

有
の
視
点
で
あ
ろ
う
。
慧
遠
は
『
義
疏
』
で
二
乗
を
対
象
と
す
る
と
し
て
い
る）

35
（

。

　

八
種
の
因
縁
の
由
縁
を
解
き
明
か
し
た
『
釈
論
』
が
重
ね
て
強
調
す
る
こ
と
に
な
る
の
が
、
因
縁
総
相
に
配
分
す
る
「
立
義
分
」
に
つ
い

て
で
あ
る
。

「
一
切
の
諸
の
教
法
は
皆
、
立
義
分
に
尽
き
、
一
切
の
諸
の
所
化
の
機
は
皆
、
初
め
の
因
縁
に
尽
き
ぬ
。
何
が
故
に
か
三
分
を
開
い
て

別
釈
し
、
七
因
縁
を
立
て
て
散
説
す
る
や
。
利
鈍
、
広
略
、
総
別
、
不
同
な
る
こ
と
を
顕
示
せ
ん
と
欲
う
が
為
の
故
に）

36
（

。」

　

一
切
の
教
理
・
法
門
は
悉
く
立
義
分
に
開
示
さ
れ
て
お
り
、
教
化
さ
れ
る
衆
生
の
機
根
は
因
縁
分
に
網
羅
さ
れ
て
い
る
。
何
故
に
解
釈
分
・
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修
行
信
心
分
・
勧
修
利
益
分
に
開
い
て
解
説
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
？　

そ
れ
は
所
化
の
衆
生
の
機
根
に
利
根
・
鈍
根
の
別
が
存
在
し
、
論

に
広
説
・
略
説
が
み
ら
れ
、
総
釈
や
別
釈
が
そ
れ
ぞ
れ
に
開
設
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。

　

本
論
で
あ
る
『
起
信
論
』
の
因
縁
分
に
は
八
種
の
因
縁
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。『
釈
論
』
に
よ
る
と
八
種
の
因
縁
は
、
馬
鳴
菩
薩
の
著
し

た
十
万
の
嗢
吒
南
の
『
大
総
地
論
』
に
八
十
の
因
縁
の
次
第
が
論
じ
ら
れ
、
そ
れ
ら
は
修
行
の
転
昇
の
次
第
に
基
づ
く
こ
と
が
明
か
さ
れ
て

い
る
。「

何
の
因
縁
有
り
て
か
増
ぜ
ず
減
ぜ
ず
、
唯
し
八
種
を
立
つ
る
。
何
が
故
に
か
次
第
、
是
く
の
如
く
な
る
。
頌
に
曰
く

総
じ
て
大
総
地
の　

八
十
の
因
縁
を
摂
す
る
が
故
に　

修
行
転
勝
の
法　

次
第
、
是
く
の
如
く
な
る
が
故
に

論
じ
て
曰
く
、
馬
鳴
菩
薩
の
十
万
の
嗢
吒
南
の
大
総
地
論
の
中
に
総
じ
て
八
十
の
因
縁
を
立
て
て
、
以
て
論
の
縁
由
と
為
す
。
今
此
の

論
の
中
の
八
種
の
因
縁
に
各
彼
の
論
の
十
種
の
因
縁
を
摂
す
。
故
に
増
ぜ
ず
減
ぜ
ず
、
唯
し
八
種
を
立
つ
。
是
の
義
に
由
る
が
故
に
是

く
の
如
く
等
と
言
う
。
等
の
字
は
総
じ
て
彼
の
八
十
を
摂
す
る
が
故
に
。
因
縁
の
次
第
行
法
法
爾
の
故
に
。
謂
わ
く
闡
提
不
信
障
を
除

い
て
十
信
の
心
を
得
、
著
我
障
を
除
い
て
十
住
の
心
を
得
、
畏
苦
障
を
除
い
て
十
行
の
心
を
得
、
捨
離
障
を
除
い
て
十
向
の
心
を
得
、

異
生
性
等
の
十
種
の
障
を
断
じ
て
歓
喜
等
の
十
種
の
地
を
証
す
る
が
故
に
。
已
に
八
因
縁
を
説
き
つ）

37
（

。」

　

闡
提
不
信
障
を
断
尽
し
て
十
信
の
心
、
著
我
障
を
除
滅
し
て
十
住
の
心
、
畏
苦
障
を
除
い
て
十
行
の
心
、
捨
離
障
を
排
除
し
て
十
廻
向
の

心
、
異
生
性
等
の
十
種
の
障
を
断
除
し
て
歓
喜
等
の
十
種
の
聖
地
を
証
す
る
こ
と
に
な
る
、
と
の
釈
明
を
加
え
て
い
る
。
因
み
に
『
大
総
地

論
』
に
つ
い
て
は
、
正
宗
分
の
箇
所
で
も
触
れ
た
よ
う
に
問
題
が
山
積
し
て
い
る
論
で
あ
る
事
を
記
し
て
お
く
。

五
、
廻
向
遍
布
門
と
「
勧
修
利
益
分
」
解
釈
と
立
義
分

　

続
い
て
立
義
分
と
廻
向
遍
布
門
の
関
係
に
つ
い
て
触
れ
よ
う
。『
起
信
論
』
の
流
通
分
に
相
当
す
る
「
諸
仏
甚
深
広
大
義　

我
今
随
分
総

持
説　

廻
此
功
徳
如
法
性　

普
利
一
切
衆
生
界）

38
（

」
の
一
文
を
『
釈
論
』
の
廻
向
遍
布
門
で
は

「
諸
仏
と
甚
深
と
広
大
義
と　

我
れ
今
、
分
に
随
う
て
総
持
し
て
説
き
つ　

此
の
功
徳
を
如
と
法
と
性
と
に
廻
し
て　

普
く
一
切
の
衆
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生
界
を
利
せ
ん）

39
（

。」

と
釈
し
、
立
義
分
所
説
の
三
十
三
種
法
門
と
関
連
さ
せ
て
い
る
。
つ
ま
り
諸
仏
を
不
二
摩
訶
衍
法
、
甚
深
を
前
後
両
重
の
十
六
所
入
法
、
同

様
に
広
大
義
を
前
後
両
重
の
十
六
能
入
門
に
配
す
る
。
し
か
も
「
総
説
」
の
総
に
つ
い
て

「
総
の
字
を
以
て
、通
じ
て
一
切
種
種
の
説
を
持
す
る
が
故
に
。立
義
分
の
中
に
摩
訶
衍
と
は
総
な
り
と
云
う
は
即
ち
是
れ
此
れ
な
り
や
。

何
ん
が
故
に
か
、
一
字
に
通
じ
て
諸
説
を
持
す
る
や
。
摩
訶
衍
論
は
如
意
論
な
る
こ
と
を
顕
示
せ
ん
と
欲
う
が
為
の
故
に）

11
（

。」

と
い
い
、「
総
」
が
一
切
の
説
を
摂
持
す
る
こ
と
を
論
じ
、
し
か
も
立
義
分
所
説
の
「
摩
訶
衍
者
総
」
の
内
実
と
等
質
と
明
か
す
。
更
に
廻

向
遍
布
門
の
末
尾
の
偈
頌
で
立
義
分
に
つ
い
て

「
諸
の
契
経
海
を
窺
う
に　

総
じ
て
一
百
洛
叉
数
有
り　

是
く
の
如
く
の
諸
経
の
真
実
の
法　

無
量
無
辺
差
別
の
義　

摩
訶
衍
論
の
立

義
の
中
に　

該
摂
し
安
立
し
具
足
し
て
説
け
り）

11
（

」

と
説
く
。
こ
れ
ま
で
に
無
量
と
も
い
え
る
仏
教
経
典
が
撰
述
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
数
多
く
の
教
理
が
「
立
義
分
」
に
総
括
し
て
表
詮
さ
れ

て
い
る
と
論
じ
る
。

　

実
に
「
勧
修
利
益
分
」
解
釈
に
お
け
る
㈢
顕
離
疑
信
功
徳
門
・
㈤
挙
受
持
功
讃
揚
門
に
は
、
廻
向
遍
布
門
に
通
じ
る
内
容
が
看
取
さ
れ
る
。

両
門
の
教
説
を
検
証
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

ま
ず
顕
離
疑
信
功
徳
門
に
は
「
此
の
摩
訶
衍
の
甚
深
極
妙
の
広
大
の
法
門
を
聞
き
已
り
て）

11
（

」
と
あ
り
、
修
行
を
志
す
衆
生
が
い
て
、
摩
訶

衍
の
甚
深
に
し
て
極
妙
で
広
大
な
る
法
門
を
聞
き
終
え
て
、
心
中
に
疑
念
や
畏
怖
・
怯
弱
を
生
じ
る
こ
と
な
く
、
軽
賤
や
誹
謗
も
な
く
、
そ

し
て
決
定
や
堅
固
の
心
を
生
起
し
、
尊
重
や
愛
信
の
心
な
ど
を
起
こ
す
。
こ
の
よ
う
な
衆
生
は
真
の
仏
子
で
あ
り
、
仏
・
法
・
僧
の
三
宝
の

種
子
を
断
じ
な
い
で
、
常
恒
に
相
続
し
増
長
さ
せ
、
未
来
を
尽
く
す
ま
で
、
諸
仏
に
授
記
さ
れ
、
無
量
の
菩
薩
に
護
念
さ
れ
る
と
説
か
れ
る
。

　

論
点
と
す
る
「
摩
訶
衍
の
甚
深
極
妙
の
広
大
の
法
門
」
に
関
し
て
、
普
観
（
生
没
年
不
詳
）
は
『
釈
摩
訶
衍
論
記
』
に
お
い
て

「
甚
深
極
妙
広
大
法
門
と
は
謂
わ
く
即
ち
両
重
の
所
入
能
入
の
法
門
の
名
な
る
が
故
に
、
両
重
所
入
を
能
入
門
に
望
ん
で
極
深
妙
な
る

が
故
に
、
両
重
の
能
入
は
皆
悉
く
各
々
能
く
自
法
を
広
め
能
く
自
法
を
大
び
能
く
自
法
の
為
に
名
義
を
作
す
故
に）

13
（

」
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と
し
、
甚
深
極
妙
広
大
法
門
を
前
重
・
後
重
の
所
入
や
能
入
の
法
門
と
釈
し
て
い
る
。
つ
ま
り
甚
深
極
妙
を
前
後
両
重
の
所
入
の
十
六
摩
訶

衍
法
、
広
大
法
門
を
前
後
両
重
の
十
六
能
入
門
に
解
す
る
の
で
あ
る
。
宥
快
（1345

―1416

）
は
『
釈
摩
訶
衍
論
鈔
』
で
、

「
摩
訶
衍
之
甚
深
極
妙
は
、
十
六
所
入
。
広
大
法
門
は
十
六
能
入
門
と
分
別
す
。
一
義
に
は
云
わ
く
、
摩
訶
衍
は
十
六
所
入
及
び
不
二

を
総
表
す
。
甚
深
は
十
六
所
入
、
極
妙
は
不
二
、
広
大
法
門
は
十
六
能
入
と
分
別
す）

11
（

。」

と
説
く
。
即
ち
一
説
と
し
て
真
言
密
教
に
基
づ
く
教
理
を
紹
介
し
、
摩
訶
衍
法
は
十
六
所
入
摩
訶
衍
法
及
び
不
二
摩
訶
衍
法
の
総
て
を
表
詮

す
る
と
論
じ
る
。「
甚
深
」
は
前
後
両
重
十
六
所
入
摩
訶
衍
法
、「
極
妙
」
を
不
二
摩
訶
衍
法
、「
広
大
法
門
」
は
前
後
両
重
の
十
六
能
入
門

と
捉
え
て
み
せ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
摩
訶
衍
の
甚
深
極
妙
の
広
大
の
法
門
」
の
文
は
、「
廻
向
遍
布
門
」
に
お
け
る
「
諸
仏
と
甚
深
と
広
大
義
」

と
の
関
連
を
想
定
す
る
註
釈
と
受
け
取
れ
よ
う
。

　

ま
た
挙
受
持
功
讃
揚
門
で
は
、『
起
信
論
』
を
受
持
し
教
理
を
観
察
す
る
功
徳
に
言
及
す
る
。
衆
生
が
、
論
を
受
持
・
観
察
す
る
こ
と
を

一
日
或
い
は
一
夜
に
及
ん
で
修
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
衆
生
の
得
る
功
徳
は
無
量
無
辺
に
し
て
言
説
で
表
現
す
る
こ
と
も
思
量
す
る
こ
と
も
で

き
な
い
。
そ
し
て

「
若
し
は
二
日
、
若
し
は
三
日
乃
至
百
日
の
間
に
受
持
・
読
誦
・
思
惟
・
観
察
せ
ば
、
不
可
思
議
の
中
の
不
可
思
議
、
不
可
説
の
中
の

不
可
説
の
故
に）

15
（

」

と
説
示
し
、
そ
の
功
徳
の
不
可
説
な
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
因
み
に
宥
快
は
受
持
等
に
つ
い
て
、
左
記
の
よ
う
に
明
か
す
。

「
本
論
に
は
受
持
・
観
察
・
修
行
の
三
種
を
挙
げ
、
末
論
に
は
受
持
・
読
誦
・
思
惟
・
観
察
の
四
行
を
列
す
。〈
中
略
〉　

鈔
に
云
わ
く
、

受
持
・
読
誦
等
と
は
、
中
辺
論
に
説
く
等
文　

こ
の
釈
の
意
は
受
持
・
読
誦
・
思
惟
・
観
察
四
行
と
す
と
見
た
り）

16
（

。」

　
『
起
信
論
』
に
は
摩
訶
衍
の
法
を
受
持
す
る
功
徳
と
共
に
、
観
察
と
修
行
の
三
種
の
行
を
掲
げ
る
。『
釈
論
』
は
受
持
・
読
誦
・
思
惟
・
観

察
の
四
種
を
論
述
し
、
そ
れ
は
『
辯
中
辺
論）

17
（

』
に
よ
る
説
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
宥
快
が
鈔
と
示
唆
す
る
の
は
、
慈
行
（1062

―1099

頃
）
の
『
釈
摩
訶
衍
論
通
玄
鈔
』
の
こ
と
で
あ
る
。
慈
行
は
『
辯
中
辺
論
』
等
に
よ
っ
て
、
講
説
・
聴
聞
・
読
・
誦
・
書
写
・
供
養
・
転
施
・

思
惟
・
受
持
・
修
習
の
十
種
の
行
に
触
れ
て
い
る）

18
（

。
と
こ
ろ
で
廻
向
遍
布
門
の
末
尾
を
飾
る
偈
頌
に
は
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「
若
し
自
手
に
斯
の
論
巻
を
捧
げ
ば　

百
洛
叉
の
経
を
捧
ぐ
る
者
と
名
づ
け　

若
し
自
口
に
本
分
を
経
え
誦
せ
ば　

百
洛
叉
の
経
を
誦

す
る
者
と
名
け
ん　
〈
中
略
〉
何
に
況
ん
や
其
の
義
理
を
観
察
し　

文
の
下
の
所
詮
を
思
惟
せ
ん
を
や）

19
（

」

と
あ
り
、
挙
受
持
功
讃
揚
門
と
同
様
に
受
持
・
読
誦
・
観
察
・
思
惟
の
四
種
行
を
奨
励
す
る
行
為
の
直
前
に
陳
べ
ら
れ
る
の
が
、「
立
義
分
」

中
に
該
摂
し
て
い
る
無
量
無
辺
の
仏
教
の
教
理
の
事
で
あ
っ
た
。

　

尚
、
真
言
密
教
の
教
学
史
に
お
い
て
立
義
分
所
説
の
三
十
三
法
門
が
金
剛
界
三
十
七
尊
に
配
さ
れ
、
三
十
七
尊
の
内
実
と
し
て
の
自
心
の

開
顕
の
た
め
の
真
言
と
し
て
読
誦
さ
れ
た
信
仰
の
経
緯
に
関
し
て
は
、
既
に
報
告
し
て
い
る）

51
（

。
併
せ
て
『
御
遺
告
二
十
五
箇
条
』
中
の
能
作

性
如
意
宝
珠
に
思
想
的
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
、
並
び
に
後
七
日
御
修
法
に
お
け
る
如
意
宝
珠
法
、
或
い
は
大
師
の
入
定
時
に
修
さ
れ
た
如

意
宝
珠
印
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
拙
考
を
提
出
し
て
い
る）

51
（

。

六
、『
釈
論
』
に
お
け
る
二
乗
に
つ
い
て

　

と
こ
ろ
で
『
釈
論
』
に
は
因
縁
分
の
八
種
の
因
縁
の
教
化
の
対
象
と
す
る
二
乗
や
邪
定
聚
・
不
定
聚
・
正
定
聚
に
つ
い
て
、
疑
問
が
呈
せ

ら
れ
て
い
る
。
即
ち
『
起
信
論
』
で
は
因
縁
分
中
の
第
六
因
縁
に
「
六
に
は
止
観
を
修
習
す
る
を
示
し
て
、
凡
夫
と
二
乗
と
の
心
過
を
対
治

せ
し
め
ん
が
為
の
故
な
り
」
と
あ
る
に
留
ま
る
が
、『
釈
論
』
に
は
声
聞
や
縁
覚
の
二
乗
に
対
す
る
配
慮
が
色
濃
く
窺
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

「
何
が
故
に
か
二
乗
の
人
を
重
ね
て
四
処
に
取
る
や
。
二
乗
の
衆
生
は
下
劣
狭
少
に
し
て
菩
提
心
を
発
し
無
上
道
に
向
う
に
、
甚
極
切

難
な
る
こ
と
、
余
類
の
衆
生
に
超
過
せ
る
こ
と
を
顕
示
せ
ん
と
欲
う
が
為
の
故
に
。

何
が
故
に
か
所
余
の
邪
定
の
衆
生
を
唯
し
三
処
に
取
る
や
。
所
余
の
衆
生
、
二
乗
に
形
る
に
其
の
過
失
は
軽
き
こ
と
を
顕
示
せ
ん
と
欲

う
が
為
の
故
に
。

何
が
故
に
か
不
定
の
人
を
別
け
て
三
品
に
取
る
や
。
不
定
の
衆
生
は
微
薄
闇
鈍
に
し
て
決
定
の
心
を
発
し
無
上
道
に
向
う
に
、
甚
極
切

難
な
る
こ
と
正
定
の
衆
生
に
超
過
せ
る
こ
と
を
顕
示
せ
ん
と
欲
う
が
為
の
故
に
。

何
が
故
に
か
正
定
の
人
を
三
品
に
別
た
ず
、
通
総
じ
て
摂
す
る
や
。
正
定
の
衆
生
を
不
定
に
形
る
に
其
の
過
失
軽
き
こ
と
を
顕
示
せ
ん
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と
欲
う
が
為
の
故
に）

51
（

。」

　

い
ま
四
項
目
か
ら
な
る
質
疑
応
答
を
列
挙
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

　

①
問
い
。
八
種
の
因
縁
に
お
い
て
二
乗
に
関
し
て
四
箇
所
に
亘
っ
て
繰
り
返
し
執
り
挙
げ
ら
れ
る
理
由
は
ど
こ
に
あ
ろ
う
か
？　

答
え
。

声
聞
・
縁
覚
の
修
行
者
は
、
機
根
が
劣
り
心
も
狭
量
な
た
め
に
、
菩
提
心
を
起
し
て
無
上
な
る
道
に
向
か
う
こ
と
が
、
邪
定
聚
・
不
定
聚
・

正
定
聚
の
衆
生
に
比
較
し
て
難
し
い
。
二
乗
の
人
は
自
ら
を
利
す
る
こ
と
に
は
精
進
す
る
が
、
菩
薩
の
よ
う
に
利
他
の
心
に
目
覚
め
る
こ
と

が
乏
し
く
、
邪
定
聚
の
衆
生
よ
り
も
下
劣
な
た
め
に
、
幾
度
と
な
く
救
済
の
手
が
差
し
伸
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

②
問
い
。
邪
定
聚
を
三
か
所
に
挙
げ
る
理
由
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
？　

答
え
。
邪
定
聚
の
衆
生
は
二
乗
の
修
行
者
に
比
べ
る
と
そ
の
過
失

は
軽
い
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

③
問
い
。
不
定
聚
を
三
品
に
区
分
す
る
理
由
は
何
か
？　

不
定
聚
の
衆
生
の
菩
提
心
は
希
薄
で
菩
提
に
目
覚
め
る
こ
と
に
も
暗
く
、
決
定

な
る
堅
固
の
心
を
生
じ
て
無
上
道
を
指
向
す
る
こ
と
も
、
正
定
聚
に
比
較
す
る
と
困
難
を
極
め
る
た
め
で
あ
る
。

　

④
正
定
聚
を
三
品
に
区
分
し
な
い
理
由
は
何
か
？　

正
定
聚
の
衆
生
は
、不
定
聚
の
衆
生
に
比
べ
る
と
過
失
が
少
な
く
軽
い
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
宥
快
（1345

―1416
）
の
『
釈
摩
訶
衍
論
鈔
』
に
詳
細
で
あ
る）

53
（

。
宥
快
は
、
通
法
（1062

―1099

頃
）
の
『
釈

摩
訶
衍
論
賛
玄
疏）

51
（

』
や
普
観
（
生
没
年
不
詳
）
の
『
釈
摩
訶
衍
論
記）

55
（

』
に
あ
る
よ
う
に
、
二
乗
の
た
め
の
因
縁
は
第
一
・
第
二
・
第
六
・
第

八
の
因
縁
の
四
因
縁
で
あ
り
、
ま
た
邪
定
聚
を
扱
う
因
縁
は
第
一
・
第
二
・
第
八
の
因
縁
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

　
『
釈
論
』
は
二
乗
に
対
す
る
考
証
を
繰
り
返
す
。
通
法
は
「
二
乗
の
人
は
根
器
は
狭
劣
に
し
て
小
を
捨
て
大
に
趣
く
こ
と
難
き
た
め）

56
（

」
と

釈
し
、
二
乗
の
人
が
四
諦
や
十
二
因
縁
の
法
に
執
着
し
て
大
乗
の
心
を
発
起
す
る
こ
と
が
難
し
い
と
論
じ
る
。
普
観
も
『
釈
摩
訶
衍
論
記
』

に
お
い
て
同
様
の
見
解
を
示
し
て
い
る）

57
（

。

七
、「
因
縁
分
」
解
釈
に
お
け
る
四
種
根

　

四
種
根
に
関
し
て
は
、
所
説
無
異
難
問
門
と
挙
時
分
位
決
疑
門
の
二
門
に
よ
っ
て
陳
べ
ら
れ
る
。
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ま
ず
所
説
無
異
難
問
門
。
即
ち
『
光
明
大
覚
契
経
』
な
ど
の
百
に
も
及
ぶ
経
典
は
、
無
量
な
る
仏
教
の
教
理
を
開
示
し
、
衆
生
の
機
根
に

応
じ
る
教
化
を
し
て
余
す
と
こ
ろ
が
な
い
。
何
故
に
煩
わ
し
く
も
『
起
信
論
』
を
造
論
す
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
？　

真
実
の
法
を
伝
え
る
こ

と
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
に
著
さ
れ
た
経
論
に
加
え
る
よ
う
な
新
た
な
る
教
理
は
な
い
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
『
起
信
論
』
を
撰
述
す
る
意

図
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
論
を
造
る
こ
と
に
よ
る
称
賛
を
求
め
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
？　

或
い
は
こ
れ
ま
で
の
経
論
に
顕
わ
さ
れ
尽
く
さ
れ

て
い
な
い
と
で
も
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
？　

と
の
疑
義
が
起
さ
れ
て
い
る）

58
（

。

　

質
疑
に
対
す
る
答
弁
が
、
挙
時
分
位
決
疑
門
で
あ
る
。

「
答
え
て
曰
く
、
修
多
羅
の
中
に
此
の
法
有
り
と
雖
も
、
衆
生
の
根
行
、
等
し
か
ら
ざ
る
を
以
て
、
受
解
の
縁
、
別
な
り
と
は
総
じ
て

決
疑
門
を
挙
ぐ
。
所
謂
馬
鳴
自
ら
通
じ
て
言
た
ま
わ
く
、
三
世
諸
仏
の
一
切
の
教
理
は
自
然
に
常
住
一
味
平
等
に
し
て
移
転
有
る
こ
と

無
く
、
起
滅
有
る
こ
と
無
し
。
是
の
故
に
題
榜
差
別
し
、
翰
牘
不
同
な
り
と
雖
も
而
も
其
の
教
法
は
唯
だ
是
れ
一
味
な
り
。
唯
だ
是
れ

平
等
な
り
。
或
い
は
不
分
、
或
い
は
不
別
な
り
。
然
れ
ど
も
衆
生
の
根
性
差
別
に
し
て
利
鈍
、
等
し
か
ら
ず
。
心
行
差
別
に
し
て
広
略

不
同
な
り
。
既
に
所
化
の
機
、
異
な
れ
ば
能
化
の
人
も
自
ら
同
な
る
こ
と
能
わ
ず
。
教
法
を
受
け
し
む
る
名
字
、
各
別
な
り
。
文
義
を

解
せ
し
む
る
因
縁
も
各
別
な
り
。
謂
わ
く
或
い
は
衆
生
、
仏
の
伽
陀
修
梨
毗
羅
に
依
り
て
解
を
得
る
者
有
り
。
或
い
は
衆
生
、
菩
薩
の

遮
陀
尸
修
梨
毗
羅
に
依
り
て
方
に
解
を
得
る
者
有
り
。
故
に
是
の
人
の
為
に
当
さ
に
造
論
を
須
い
る
べ
し）

59
（

。」

　

馬
鳴
菩
薩
が
自
ら
が
語
る
よ
う
に
、
三
世
の
諸
仏
の
教
理
は
す
べ
て
自
然
に
常
住
不
変
に
し
て
一
味
平
等
で
あ
り
、
生
滅
変
化
す
る
も
の

で
は
な
い
。
題
号
や
著
述
（
論
書
）
に
差
異
が
生
じ
て
い
て
も
、
深
遠
な
る
教
法
は
一
味
に
し
て
平
等
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
衆
生
の

機
根
に
は
差
別
が
み
ら
れ
、
利
根
・
鈍
根
も
多
種
多
様
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
教
化
の
対
象
と
な
る
衆
生
の
機
根
が
異
な
る
の
で
、
教
化
す

る
側
も
同
様
の
対
応
は
で
き
な
い
。
自
ず
か
ら
教
法
の
名
字
や
題
号
を
変
え
ざ
る
を
得
な
い
。
教
義
の
文
や
義
理
を
了
解
さ
せ
る
た
め
の
縁

し
も
異
な
っ
て
く
る
。
衆
生
に
は
大
別
し
て
仏
の
経
説
に
よ
っ
て
理
解
を
得
る
衆
生
と
、
経
典
を
更
に
詳
述
し
た
菩
薩
の
論
に
よ
っ
て
解
す

る
衆
生
が
あ
る
。
正
に
後
者
の
た
め
に
こ
の
論
が
依
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
は
じ
め
に
如
来
が
在
世
さ
れ
て
い
る
時
の
衆
生
に
つ
い
て
は

「
復
た
次
に
如
来
在
世
の
時
に
は
所
化
清
浄
な
れ
ば
能
化
、
八
万
四
千
種
の
色
と
、
四
種
の
心
遍
智
と
、
十
種
の
作
業
と
、
十
種
の
殊
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勝
と
を
円
満
し
、
六
十
八
の
梵
圓
と
八
十
八
の
妙
音
と
、
前
後
有
る
こ
と
無
く
一
時
に
敷
演
す
る
に
無
量
無
辺
の
種
種
の
異
類
或
い
は

衆
生
、
仏
の
妙
色
を
見
て
解
を
得
る
者
有
り
。
或
い
は
衆
生
、
仏
心
を
思
惟
し
て
解
を
得
る
者
有
り
。
或
い
は
衆
生
、
如
来
の
十
業
と

十
勝
と
を
観
察
し
て
解
を
得
る
者
有
り
。
或
い
は
衆
生
、
仏
の
梵
圓
妙
音
を
聴
聞
し
て
解
を
得
る
者
有
り
。
是
く
の
如
く
平
等
に
明
了

に
通
達
す
れ
ば
則
ち
論
を
須
い
ず）

61
（

。」

と
あ
り
、
衆
生
の
心
境
が
清
浄
で
あ
る
か
ら
①
仏
の
八
万
四
千
種
の
妙
色
や
四
種
の
智
・
十
種
の
作
業
・
十
種
の
殊
勝
、
六
十
八
の
梵
圓
や

八
十
八
の
妙
音
な
ど
に
よ
っ
て
教
化
す
る
に
、
一
た
び
の
説
法
に
よ
っ
て
無
量
無
辺
の
衆
生
は
仏
の
妙
色
を
観
じ
て
解
脱
を
得
る
者
②
仏
の

心
を
思
惟
し
て
解
を
得
る
者
③
如
来
の
十
業
と
十
勝
と
を
観
察
し
て
解
を
得
る
者
④
仏
の
梵
圓
妙
音
を
聴
聞
し
て
解
を
得
る
者
等
の
区
別
が

み
ら
れ
る
が
、
あ
ら
ゆ
る
衆
生
が
平
等
に
解
脱
を
得
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
佛
説
を
詳
し
く
解
説
す
る
論
典
を
用
い
る
こ
と
は
な
い
。

　

如
来
滅
後
に
は
、
仏
の
教
説
を
説
い
た
経
典
と
併
せ
て
経
典
を
よ
り
詳
述
し
た
論
典
を
解
す
る
衆
生
の
機
と
根
に
、
異
な
り
が
発
生
す
る

こ
と
に
な
る
。
即
ち
機
に
は
声
聞
・
縁
覚
・
菩
薩
の
三
乗
の
機
が
み
ら
れ
、
根
に
は
①
広
自
力
根
、
②
略
自
力
根
、
③
広
無
力
依
他
根
、
④

略
無
力
依
他
根
の
四
根
の
存
在
を
提
示
す
る
。

「
若
し
仏
、
滅
後
に
は
所
化
も
雑
乱
す
れ
ば
、
能
化
、
少
闕
せ
り
。
経
論
の
機
、
異
に
広
略
の
根
、
別
な
り
。
根
は
謂
わ
く
四
種
の
根
、

機
は
謂
わ
く
三
乗
の
機
な
り
。
云
何
が
四
と
為
る
。
一
に
は
広
自
力
根
、
二
に
は
略
自
力
根
、
三
に
は
広
無
力
依
他
根
、
四
に
は
略
無

力
依
他
根
な
り
。
是
く
の
如
く
の
四
種
の
根
性
の
中
に
初
め
の
二
は
是
れ
修
多
羅
の
衆
、
後
の
二
は
是
れ
憂
婆
薩
提
那
の
衆
な
り
。
何

が
故
に
か
因
縁
門
の
中
に
は
所
化
円
満
し
、
根
性
門
の
中
に
は
所
化
微
少
な
る
や
。
清
浄
の
僧
那
阿
世
耶
、
辺
際
有
る
こ
と
無
き
こ
と

を
顕
示
せ
ん
と
欲
う
が
為
の
故
に
。
教
を
受
く
る
実
行
の
衆
生
の
類
、
其
の
分
際
有
る
こ
と
を
顕
示
せ
ん
と
欲
う
が
為
の
故
に）

61
（

。」

　

い
わ
ゆ
る
①
広
自
力
根
②
略
自
力
根
は
修
多
羅
の
範
疇
に
あ
る
衆
生
に
し
て
、
経
典
に
よ
っ
て
解
脱
を
得
る
。
③
広
無
力
依
他
根
④
略
無

力
依
他
根
は
憂
婆
薩
提
那
即
ち
論
典
の
補
い
に
よ
る
衆
生
に
し
て
、
前
者
と
区
別
さ
れ
る
。

　

経
典
や
論
典
に
広
・
略
の
教
法
が
提
出
さ
れ
る
理
由
に
つ
い
て
は
、
仏
世
尊
が
忍
辱
仙
人
と
し
て
修
行
し
た
際
の
大
蛇
と
の
因
縁
譚
が
綴

ら
れ
る
『
楞
伽
王
契
経
』
が
依
用
さ
れ
る）

61
（

。
即
ち
忍
辱
仙
人
が
無
上
道
を
体
得
し
た
仏
世
尊
と
し
て
１
九
十
洛
叉
の
広
説
の
修
多
羅
を
宣
説
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し
て
、
意
楽
広
大
の
衆
生
を
利
益
し
、
２
十
洛
叉
の
略
説
の
修
多
羅
を
宣
説
し
て
、
意
楽
総
持
の
衆
生
を
利
益
す
る
。

　

師
仏
世
尊
の
入
滅
後
に
、
人
身
を
得
た
大
蛇
に
よ
っ
て
３
九
十
部
の
広
説
の
優
婆
薩
提
那
を
造
作
し
て
、
意
楽
広
大
の
衆
生
を
利
益
し
、

４
十
部
の
略
説
の
優
婆
薩
提
那
を
造
作
し
て
、
意
楽
総
持
の
衆
生
を
利
益
す
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
誓
願
に
基
づ
い
て
四
種
に
及
ぶ
経
・
論
の
教
法
に
よ
っ
て
衆
生
の
教
化
を
行
な
う
の
で
あ
る
。

ま　

と　

め

一
、『
釈
論
』
の
因
縁
分
の
特
徴
に
つ
い
て
眺
め
て
み
た
。
因
縁
分
所
説
の
八
種
の
因
縁
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
法
蔵
の
『
義
記
』
が
解

す
る
よ
う
に
第
一
因
縁
を
総
、第
二
因
縁
以
下
の
七
因
縁
を
別
と
分
類
さ
れ
て
い
る
。『
義
記
』
に
は
第
二
因
縁
を
「
立
義
分
」
並
び
に
「
解

釈
分
」
中
の
顕
示
正
義
・
対
治
邪
執
の
た
め
の
因
縁
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
『
釈
論
』
は
八
種
の
因
縁
の
第
一
因
縁
を
立
義
分
に
配
す
る
理
解

を
展
開
し
、『
起
信
論
』
の
主
旨
が
立
義
分
に
あ
る
と
し
た
論
証
を
行
な
う
。
元
暁
の
『
起
信
論
疏
』
で
は
第
一
因
縁
の
因
縁
総
相
に
つ
い

て
二
種
の
解
釈
を
示
し
、
一
説
と
し
て
因
縁
総
相
を
立
義
分
の
た
め
の
因
縁
と
す
る
理
解
を
推
し
進
め
て
い
る
。『
釈
論
』
の
因
縁
分
解
釈

に
は
元
暁
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
。

一
、『
釈
論
』
は
、
第
一
因
縁
を
立
義
分
の
因
縁
と
す
る
と
共
に
、
第
八
因
縁
の
註
釈
に
続
い
て
「
一
切
の
諸
の
教
法
は
立
義
分
に
尽
き
」

と
総
括
す
る
。
そ
の
姿
勢
を
踏
襲
し
補
う
よ
う
に
「
流
通
分
」
解
釈
に
あ
た
る
廻
向
遍
布
門
で
は
「
諸
仏
甚
深
広
大
義
」
に
関
し
て
、
諸
仏

＝
不
二
摩
訶
衍
法
、
甚
深
＝
両
重
の
十
六
所
入
法
、
広
大
義
＝
両
重
の
十
六
能
入
門
の
三
十
三
法
門
に
配
し
た
解
釈
が
行
わ
れ
て
い
る
。
三

十
三
種
の
法
門
は
『
釈
論
』
が
立
義
分
で
展
開
す
る
教
理
で
あ
る
。
廻
向
遍
布
門
を
意
識
し
た
内
容
は
「
勧
修
利
益
分
」
解
釈
に
も
看
取
さ

れ
る
。
顕
離
疑
信
功
徳
門
の
「
摩
訶
衍
の
甚
深
極
妙
の
広
大
の
法
門
」
は
、
廻
向
遍
布
門
所
説
の
「
諸
仏
甚
深
広
大
義
」
と
の
緊
密
な
関
連

が
推
測
さ
れ
、
普
観
の
『
釈
摩
訶
衍
論
記
』
な
ど
の
註
疏
で
は
甚
深
は
前
後
両
重
の
所
入
法
、
広
大
の
法
門
は
前
後
両
重
の
能
入
門
と
解
さ

れ
て
い
る
。

一
、
ま
た
廻
向
遍
布
門
中
の
偈
頌
に
は
、
諸
経
が
論
じ
る
無
量
無
辺
の
義
理
が
立
義
分
に
収
斂
さ
れ
て
い
る
と
謳
わ
れ
て
い
る
。
併
せ
て
立
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義
分
を
受
持
・
読
誦
・
思
惟
・
観
察
す
る
こ
と
を
勧
め
、『
釈
論
』
の
特
徴
と
し
て
「
読
誦
」
す
る
こ
と
の
功
徳
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
視
点
と
同
様
の
趣
旨
が
「
勧
修
利
益
分
」
解
釈
中
の
挙
受
持
功
讃
揚
門
に
も
散
見
す
る
。

一
、『
起
信
論
』
は
三
定
聚
中
の
不
定
聚
の
衆
生
の
た
め
の
法
門
と
し
、
併
せ
て
正
定
聚
・
邪
定
聚
の
衆
生
の
縁
に
つ
い
て
も
そ
の
範
疇
に

加
え
た
論
を
展
開
す
る
。
と
こ
ろ
で
『
釈
論
』
は
常
に
不
定
聚
の
衆
生
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
正
定
聚
や
邪
定
聚
の
衆
生
も
視
野
に
入
れ
た

注
釈
を
行
う
。
と
り
わ
け
声
聞
・
縁
覚
の
二
乗
に
配
慮
す
る
姿
勢
が
み
ら
れ
、
そ
の
理
由
と
し
て
二
乗
は
邪
定
聚
よ
り
過
失
が
重
大
で
あ
る

と
捉
え
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
よ
う
。
二
乗
を
所
化
の
対
象
と
す
る
註
釈
は
慧
遠
の
『
義
疏
』
に
窺
え
る
。

註（
１
）『
大
乗
起
信
論
』（『
大
正
蔵
』
三
二
、p.575b

）

（
２
）『
釈
摩
訶
衍
論
』（『
大
正
蔵
』
三
二
、p.597ab

）

（
３
）『
釈
摩
訶
衍
論
』（『
大
正
蔵
』
三
二
、p.597b
）

（
４
）『
釈
摩
訶
衍
論
』（『
大
正
蔵
』
三
二
、p.597b
）

（
５
）『
釈
摩
訶
衍
論
』（『
大
正
蔵
』
三
二
、p.597b

）

（
６
）『
釈
摩
訶
衍
論
』（『
大
正
蔵
』
三
二
、p.597b

）

（
７
）『
釈
摩
訶
衍
論
』（『
大
正
蔵
』
三
二
、p.597bc

）

（
８
）『
釈
摩
訶
衍
論
』（『
大
正
蔵
』
三
二
、p.597c

）

（
９
）『
大
乗
起
信
論
義
記
』（『
大
正
蔵
』
四
四
、p.249a

）

（
11
）『
起
信
論
疏
』（『
大
正
蔵
』
四
四
、p.204c

―205a

）

（
11
）『
起
信
論
疏
』（『
大
正
蔵
』
四
四
、p.205a

）

（
11
）『
大
乗
と
は
何
か
』（p.31

―33

）

（
13
）『
釈
摩
訶
衍
論
』（『
大
正
蔵
』
三
二
、p.598c

）
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（
11
）『
釈
摩
訶
衍
論
』（『
大
正
蔵
』
三
二
、p.597c

―598a

）

（
15
）『
釈
摩
訶
衍
論
』（『
大
正
蔵
』
三
二
、p.598a

）

（
16
）『
釈
摩
訶
衍
論
』（『
大
正
蔵
』
三
二
、p.598ab

）

（
17
）『
大
乗
起
信
論
義
記
』（『
大
正
蔵
』
四
四
、p.249ab

）

（
18
）『
大
乗
起
信
論
義
記
』（『
大
正
蔵
』
四
四
、p.249a

）

（
19
）『
釈
摩
訶
衍
論
』（『
大
正
蔵
』
三
二
、p.598b

）

（
11
）『
大
乗
起
信
論
義
疏
』（『
大
正
蔵
』
四
四
、p.178a

）

（
11
）『
大
乗
起
信
論
義
記
』（『
大
正
蔵
』
四
四
、p.249b

）

（
11
）『
釈
摩
訶
衍
論
』（『
大
正
蔵
』
三
二
、p.598b

）

（
13
）『
大
乗
起
信
論
義
疏
』（『
大
正
蔵
』
四
四
、p.178a

）

（
11
）『
大
乗
起
信
論
義
記
』（『
大
正
蔵
』
四
四
、p.249b

）

（
15
）『
釈
摩
訶
衍
論
』（『
大
正
蔵
』
三
二
、p.598b
）

（
16
）『
大
乗
起
信
論
義
疏
』（『
大
正
蔵
』
四
四
、p.284a
）

（
17
）『
大
乗
起
信
論
義
記
』（『
大
正
蔵
』
四
四
、p.249b
）

（
18
）『
釈
摩
訶
衍
論
』（『
大
正
蔵
』
三
二
、p.598b

）

（
19
）『
大
乗
起
信
論
義
疏
』（『
大
正
蔵
』
四
四
、p.178a

）

（
31
）『
大
乗
起
信
論
義
記
』（『
大
正
蔵
』
四
四
、p.249bc

）

（
31
）『
釈
摩
訶
衍
論
』（『
大
正
蔵
』
三
二
、p.598bc

）

（
31
）『
大
乗
起
信
論
義
疏
』（『
大
正
蔵
』
四
四
、p.178a

）

（
33
）『
大
乗
起
信
論
義
記
』（『
大
正
蔵
』
四
四
、p.249c

）

（
31
）『
釈
摩
訶
衍
論
』（『
大
正
蔵
』
三
二
、p.598c

）

（
35
）『
大
乗
起
信
論
義
疏
』（『
大
正
蔵
』
四
四
、p.178a

）
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（
36
）『
釈
摩
訶
衍
論
』（『
大
正
蔵
』
三
二
、p.598c

）

（
37
）『
釈
摩
訶
衍
論
』（『
大
正
蔵
』
三
二
、p.599a

）

（
38
）『
大
乗
起
信
論
』（『
大
正
蔵
』
三
二
、p.583b

）

（
39
）『
釈
摩
訶
衍
論
』（『
大
正
蔵
』
三
二
、p.667c

―668a

）

（
11
）『
釈
摩
訶
衍
論
』（『
大
正
蔵
』
三
二
、p.668a

）

（
11
）『
釈
摩
訶
衍
論
』（『
大
正
蔵
』
三
二
、p.668bc

）

（
11
）『
釈
摩
訶
衍
論
』（『
大
正
蔵
』
三
二
、p.667a

）

（
13
）『
釈
摩
訶
衍
論
記
』〈『
大
日
本
続
蔵
経
』
一
―

七
三
―

一
、p.79

右b

〉

（
11
）『
釈
摩
訶
衍
論
鈔
』（『
続
真
言
宗
全
書
』
一
〇
、p.1337a

）

（
15
）『
釈
摩
訶
衍
論
』（『
大
正
蔵
』
三
二
、p.667b

）

（
16
）『
釈
摩
訶
衍
論
鈔
』（『
続
真
言
宗
全
書
』
一
〇
、p.1339a

）

（
17
）『
辯
中
辺
論
』〈『
大
正
蔵
』
三
一
・p.474b
〉・『
中
辺
分
別
論
』〈『
大
正
蔵
』
三
一
・p.461a

〉

（
18
）『
釈
摩
訶
衍
論
通
玄
鈔
』〈『
大
日
本
続
蔵
経
』
一
―

七
三
―

二
・p.134

右a

〉

「
受
持
読
等
と
は
中
辺
論
に
説
く
講
説
・
聴
聞
・
読
・
誦
・
書
写
・
供
養
・
転
施
・
思
惟
・
受
持
・
修
習
の
十
種
の
法
行
各
差
別
の
故
に
」

（
19
）『
釈
摩
訶
衍
論
』（『
大
正
蔵
』
三
二
、p.668c

）

（
51
）
拙
論
「「
立
義
分
」
読
誦
信
仰
に
つ
い
て
―
金
剛
界
三
十
七
尊
と
の
関
わ
り
を
中
心
と
し
て
―
」〈『
高
野
山
時
報
』（3059/3061/3062/3063 

/3064=2006

年
）〉

（
51
）
拙
論
「
真
言
密
教
に
お
け
る
如
意
宝
珠
〈
信
仰
〉」〈『
中
世
の
仏
教
』2005

年
〉

拙
論
「
真
言
密
教
の
修
法
と
如
意
宝
珠
」〈『
密
教
文
化
研
究
所
紀
要
』
十
八
・2005

年
〉

（
51
）『
釈
摩
訶
衍
論
』（『
大
正
蔵
』
三
二
、p.598c

―599a

）

（
53
）
宥
快
の
『
釈
摩
訶
衍
論
鈔
』（『
続
真
全
』
八
、p.159b

―160b

）
に
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
詳
細
で
あ
る
。

「
何
故
二
乗
人
重
ね
て
四
処
を
取
る
と
は
、
是
れ
問
い
な
り
。
四
処
と
は
八
因
の
中
に
一
・
二
・
六
・
八
の
四
処
に
取
る
が
故
な
り
。
疏
に
云
わ
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く
。
二
乗
の
四
処
と
は
一
・
二
・
六
・
八
、
此
の
四
処
に
皆
な
邪
定
・
二
乗
人
有
る
が
故
に
文　

記
に
云
わ
く
。
初
問
答
二
乗
の
中
に
初
に
問
。

何
故
等
と
は
謂
わ
く
前
に
於
い
て
一
・
二
・
六
・
八
の
四
の
因
縁
処
を
明
か
す
。
重
畳
し
て
取
る
が
故
に
之
れ
を
以
て
問
と
為
す
文
〈
中
略
〉

邪
定
聚
の
異
生
を
三
処
に
取
る
事
を
問
う
。
記
に
云
わ
く
。
何
故
等
と
は
、
謂
わ
く
邪
定
の
異
生
は
唯
だ
一
・
二
・
八
の
三
の
因
縁
の
処
に
顕

示
す
る
が
故
に
、
之
れ
を
以
て
門
と
為
す
文　

疏
に
云
わ
く
、
邪
定
の
三
処
と
は
謂
わ
く
一
・
二
・
八
な
り
。
前
の
四
が
中
に
於
い
て
第
六
の

因
を
除
く
。
彼
は
唯
だ
二
乗
の
人
を
取
る
故
に
文
〈
中
略
〉

不
定
の
人
に
三
品
を
分
つ
事
を
問
答
す
。
問
の
中
に
別
取
三
品
と
は
第
三
の
因
に
は
上
品
を
取
り
、
第
四
は
五
心
・
中
品
、
第
五
は
初
心
・
下
品
、

第
六
は
二
心
・
下
品
、
第
七
は
四
心
・
下
品
な
り
。
此
れ
を
別
取
三
品
と
云
う
な
り
。

之
に
付
い
て
、
疏
は
別
取
三
品
長
に
上
中
下
を
分
っ
て
三
品
と
取
る
。
仍
っ
て
不
定
長
に
三
品
を
分
か
ち
、
正
定
の
人
長
に
三
品
を
分
か
つ
事
、

之
れ
無
し
。
故
に
是
れ
を
以
て
不
定
・
正
定
の
不
同
と
す
と
義
を
取
る
。
疏
に
云
わ
く
、
十
信
の
人
に
別
し
て
三
品
を
分
か
つ
こ
と
は
常
の
例

に
同
じ
か
ら
ず
。
已
に
上
の
文
に
見
た
り
。
但
し
未
だ
由
し
を
知
ら
ず
。
此
こ
に
於
い
て
弁
明
す
文　

記
の
意
は
十
信
の
三
品
を
短
に
入
住
出

に
分
か
つ
が
故
に
別
取
三
品
と
釈
し
た
ま
う
と
義
を
取
る
。
此
の
二
義
の
中
に
疏
の
釈
、
宜
し
き
か
。

正
定
を
三
品
に
分
か
た
ざ
る
事
を
問
答
す
。
記
に
云
わ
く
。
二
に
何
故
の
下
は
問
答
。
正
定
聚
の
中
に
初
に
問
い
。
正
定
聚
の
中
に
名
に
ぞ
前

に
同
じ
く
亦
た
三
品
に
開
か
ず
し
て
但
し
合
し
て
明
か
す
や
。
文　

之
に
付
い
て
記
の
意
は
今
の
三
品
を
ば
不
定
・
正
定
共
に
入
住
出
の
三
品

と
心
得
る
故
に
正
定
の
人
に
於
い
て
三
品
の
不
同
有
る
べ
し
。
爾
り
と
雖
も
此
の
三
分
各
別
に
分
か
た
ざ
る
が
故
に
不
別
三
品
通
総
摂
耶
と
問

う
と
義
を
取
る
。
疏
の
意
は
不
定
の
三
品
は
是
れ
長
に
上
中
下
を
分
つ
三
品
な
り
。
正
定
は
長
に
三
品
を
分
つ
事
、
之
れ
無
し
。
故
に
不
別
三

品
通
総
摂
耶
と
問
う
と
義
を
取
る
な
り
。
疏
に
云
わ
く
。
三
賢
十
聖
、
是
れ
入
住
出
を
分
か
た
ざ
る
が
故
に
、
但
し
長
に
三
品
の
異
を
分
つ
が

故
に
不
定
と
相
例
し
て
対
顕
す
文
」

（
51
）『
釈
摩
訶
衍
論
賛
玄
疏
』（
大
日
本
続
蔵
経
一
―

七
二
―

五
・p.434
左ab
）

（
55
）『
釈
摩
訶
衍
論
記
』（
大
日
本
続
蔵
経
一
―

七
三
―

一
・p.9

左ab

）

（
56
）『
釈
摩
訶
衍
論
賛
玄
疏
』（
大
日
本
続
蔵
経
一
―

七
二
―

五
・p.434

左a

）

（
57
）『
釈
摩
訶
衍
論
記
』（
大
日
本
続
蔵
経
一
―

七
三
―

一
・p.9

左b

）

（
58
）『
釈
摩
訶
衍
論
』（『
大
正
蔵
』
三
二
、p.599ab

）
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「
問
う
て
曰
く
、
修
多
羅
の
中
に
具
さ
に
此
の
法
有
り
。
何
ぞ
重
ね
て
説
く
こ
と
を
須
う
る
や
と
は
、
則
ち
是
れ
難
問
門
な
り
。
謂
わ
く
光
明
大

覚
等
の
一
百
の
契
経
の
中
に
、
一
切
無
量
の
法
蔵
を
開
示
し
て
機
根
量
に
随
う
て
摂
取
し
利
益
す
る
に
闕
失
す
る
所
無
し
。
中
士
、
何
ぞ
煩
し

く
此
の
論
を
造
る
こ
と
を
用
う
る
。
重
ね
て
彼
の
法
を
伝
う
る
に
更
に
加
顕
の
力
無
し
。
而
も
今
、
此
の
論
を
造
り
て
、
彼
の
法
を
説
く
こ
と

は
頗
る
称
讃
等
の
事
を
求
む
る
に
あ
ら
ず
や
。
畢
竟
尊
信
に
其
の
理
を
尽
さ
ず
や
。
是
を
名
づ
け
て
所
説
無
異
難
問
門
と
為
す
。」

（
59
）『
釈
摩
訶
衍
論
』（『
大
正
蔵
』
三
二
、p.599b

）

（
61
）『
釈
摩
訶
衍
論
』（『
大
正
蔵
』
三
二
、p.599b

）

（
61
）『
釈
摩
訶
衍
論
』（『
大
正
蔵
』
三
二
、p.599bc

）

（
61
）『
釈
摩
訶
衍
論
』（『
大
正
蔵
』
三
二
、p.599c

―600a

）

「
何
の
因
縁
を
以
て
か
、
両
重
の
広
略
の
教
法
を
出
興
す
る
、
其
の
相
如
何
。
頌
に
曰
く

本
願
繋
属
の
故
に　

此
の
法
門
を
出
興
す　

楞
伽
王
契
経
に　

分
明
に
顕
説
す
る
が
故
に
。

論
じ
て
曰
く
繋
属
の
因
縁
の
力
に
由
る
が
故
に
、
両
重
の
甚
深
の
法
門
を
出
興
す
。
所
以
何
者
と
な
れ
ば
契
経
の
中
に
於
い
て
分
明
に
顕
説
す

る
が
故
に
。
所
謂
楞
伽
王
契
経
の
中
に
是
く
の
如
く
の
説
を
作
す
。
爾
の
時
に
世
尊
、
文
殊
師
利
に
告
げ
て
言
た
ま
わ
く
、
我
れ
、
過
去
無
量

劫
海
を
念
う
に
、
五
百
世
に
於
い
て
忍
辱
仙
人
と
し
て
山
林
の
中
に
在
っ
て
、
専
心
に
小
欲
知
足
の
四
聖
衆
の
種
種
の
清
浄
の
法
を
修
行
し
た

り
き
。
時
に
一
大
蛇
有
り
。
山
の
頂
従
り
下
り
、
我
が
所
に
来
詣
し
て
我
が
所
誦
を
聞
い
て
則
ち
其
の
体
を
投
げ
て
礼
拝
懺
悔
す
。
身
を
投
げ

己
訖
り
て
、
頭
を
以
て
地
に
潜
て
、
区
区
に
文
を
作
し
偈
を
説
い
て
曰
さ
く
、

我
れ
過
去
世
に　

忍
辱
仙
人
と
し
て　

此
の
山
に
住
し
て　

六
時
に
道
を
行
じ
き　

而
も
一
時
に
瞋
せ
し　

因
縁
力
の
故
に　

今
、
蛇
身
を
得
て　

常
に
大
苦
を
受
く　

若
し
命
終
の
後　

人
同
分
を
得
れ
ば　

我
れ
当
さ
に
弟
子
と
し
て　

汝
に
随
う
て
修
行
す
べ
し　

汝
が
読
誦
す
る
所
は　

常
に
我
れ
誦
せ
し
所
な
り　

是
の
故
に
我
れ
今　

大
慙
愧
を
発
す

是
の
偈
を
説
き
已
り
て
則
便
命
終
し
、
後
に
人
身
を
得
て
、
則
ち
我
が
弟
子
た
り
。
爾
の
時
に
互
相
に
発
願
し
繋
属
し
き
。
謂
わ
く
是
の
如
く

の
願
を
作
す
。
我
れ
若
し
無
上
道
を
証
せ
ば
、
九
十
洛
叉
の
広
説
の
修
多
羅
を
宣
説
し
て
、
意
楽
広
大
の
衆
生
を
利
益
し
、
十
洛
叉
の
略
説
の

修
多
羅
を
宣
説
し
て
、
意
楽
総
持
の
衆
生
を
利
益
せ
ん
と
。
即
ち
我
が
弟
子
、
是
く
の
如
く
の
願
を
作
す
。
我
れ
当
さ
に
師
の
滅
後
に
九
十
部

の
広
説
の
優
婆
薩
提
那
を
造
作
し
て
、
意
楽
広
大
の
衆
生
を
利
益
し
、
十
部
の
略
説
の
優
婆
薩
提
那
を
造
作
し
て
、
意
楽
総
持
の
衆
生
を
利
益
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せ
ん
と
。
此
の
因
縁
を
以
て
、
我
れ
今
、
諸
の
契
経
海
を
宣
説
す
。
此
の
因
縁
を
以
て
の
故
に
我
が
滅
度
の
後
、
我
が
弟
子
と
し
て
現
に
論
教

を
造
作
す
べ
し
と
。」

キ
ー
ワ
ー
ド
：『
起
信
論
疏
』、
因
縁
分
、
立
義
分
、
勧
修
利
益
分
、
廻
向
遍
布
門
、
読
誦


